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研究要旨 

【目的】働き盛り世代の健康づくり・生活習慣病予防を効果的に実施するため、地域・職域連携の推進

が求められている。本研究は地域・職域連携推進ガイドライン（令和元年）を踏まえ、地域・職域連携

の推進に資する情報を分析、効果的な実施方法を自治体等に提案することを目的とする。 

具体的には、①地域・職域連携推進協議会（以下、協議会）や地域・職域連携推進事業（以下、連携

事業）の現状・課題・対策を評価し、PDCA サイクルを意識した効果的な保健事業のあり方を検討する。

②連携事業における健康課題分析や ICT 活用の状況について調査し、より有効な手段を提案する。③こ

れまでの研究成果と健康日本 21（第三次）を踏まえ、地域・職域連携の在り方を再考し、先行研究班が

作成した手引き「地域・職域連携推進事業の進め方」（以下、手引き）を改訂する。 

【【研研究究方方法法】】１）全国の地域・職域連携推進担当者（都道府県、二次医療圏、保健所設置市）および全

国健康保険協会（協会けんぽ）支部担当者に対して、地域・職域連携協議会や連携事業の現状と課題、

ICT 活用状況等に関するアンケート調査を行った。２）全国の自治体・協会けんぽの担当者向けのワー

クショップを開催し、グループワークにて課題や工夫点を検討した。好事例を把握し、ヒアリング調査

を実施した。３）NDB オープンデータ（二次医療圏単位）等を活用して健康課題の見える化を行い、結

果を公表した。４）社会情勢の変化や健康日本 21（第三次）の目標に対する地域・職域連携の関連を整

理し、研究成果を踏まえて手引きを改訂した。 

【結果】協協議議会会運運営営：：都道府県では「地域・職域連携の政策への位置づけ」が 8割であり、「地域・職域

連携業務の優先度が低い」という回答はなかった。それに対し、保健所設置市では政策の位置づけや優先

度が高くなかった。保健所設置市において政策に位置づけている自治体では、働き盛り世代の健康課題

について明らかにしており、業務の優先度が有意に高かった。 

IICCTT 活活用用：：おおよそ半数の自治体の健康増進事業において、オンラインセミナー、健康関連アプリ、メ

ルマガ配信、ホームページ、オンライン会議が活用されていた。活用の実態や課題を踏まえ、共通 8 項

目、6 つの項目別 56 項目の計 64 項目で構成される「ICT 活用のためのチェックリスト」を作成した。 

中中小小規規模模事事業業場場支支援援：協会けんぽと自治体との連携(共同実施)としては、情報交換（98％）、自治体の

顕彰制度への協力（85％）、商工会議所等との連携（68％）、自治体の企業登録システムへの協力（66％）

等が多かった。 

健健康康課課題題可可視視化化：：全ての都道府県・二次医療圏別に、第 8 回 NDB オープンデータを用いて特定健診の検

査値と標準的な質問票に関する 46 項目の標準化該当比を算出し、また人口動態統計を用いて 18 死因別

の標準化死亡比の経年推移を分析し、図で可視化した。 

手手引引きき改改訂訂：：社会情勢、国の動向、研究班の成果等を踏まえ、手引き「健康日本 21（第三次）を踏ま

えて 地域・職域連携推進事業の新たなる展開」を作成した。 
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【【考考察察・・結結論論】】健康日本 21（第三次）の目標達成に向けて地域・職域連携の重要性を再認識し、運営の

見直しを行う必要がある。チェックリストの活用、既存の健康課題分析データの活用、ICT の活用等によ

り、効率化と取組の質の向上、着実な連携事業の継続につなげることが可能であり、自治体への普及を図

ることが重要である。 

  

  

【【研研究究分分担担者者】】  

都筑 千景   大阪公立大学 

渡井いずみ   浜松医科大学 

横山 徹爾   国立保健医療科学院 

【【研研究究協協力力者者】】  

薮本 初音  大阪公立大学      

藤本 優子  大分県立看護科学大学 

尾﨑 伊都子   名古屋市立大学 

髙部さやか     浜松医科大学 

 

 

ＡＡ．．研研究究目目的的  

健康寿命の延伸及び生活の質の向上のために

は、生活習慣病予防に継続的に取り組む必要が

ある。自治体は国保だけでなく被用者保険デー

タも含めて地域全体の健康課題を把握し、PDCA

サイクルを回しながら地域・職域連携事業に取

り組むことが求められる。令和元年に改訂され

た「地域・職域連携推進ガイドライン」に基づき

成果を上げている自治体もあるが、全国的には

取組に温度差がある。 

近年、高齢労働者の増加や働き方の変化に伴

う新たな健康課題への対応が求められている。

日本健康会議実行宣言 2025 ではコミュニティ

の結びつき、一人ひとりの健康管理、デジタル

技術等の活用に力点をおいた予防・健康づくり

の推進が掲げられており、地域・職域連携にお

いても ICT の活用等の新たな手法への転換が求

められている。 

新たに策定された健康日本 21（第三次）では

「都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も

活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、

民間団体等の関係者の連携強化のための中心的

役割を担い、データの活用や分析を積極的に行

い、市町村における健康増進計画の策定の支援

を行う」と記載されており、健康増進計画のア

クションプランとしてその役割を果たすことが

求められる。 

本研究では、地域・職域連携における保健事

業の現状を評価し、課題の分析とその解決に向

けた方策を検討する。また、ICT 活用の状況やそ

の進展に向けての方策を検討する。 

先行の「地域特性に応じた地域・職域連携推

進事業の効果的な展開のための研究」において

進捗チェックリストや評価指標を作成したが、

この２年間の研究成果や社会情勢の変化を踏ま

えると、改訂の必要性があると考えられる。本

研究では、地域・職域連携推進事業の実施にお

ける新たな課題を整理し、より効果的な地域・

職域連携を推進する保健事業へと進化させるこ

とを目標として研究を進めた。 

 

 

ＢＢ..  研研究究方方法法  

１１））研研究究テテーーママのの集集約約ととアアンンケケーートト調調査査、、ワワーー

ククシショョッッププのの実実施施（（全全体体））  

  地域・職域連携推進のために必要な要素を検

討し、調査票を作成、ワークショップ（以下 WS）

の企画を研究班全体で実施した。  

①①  アアンンケケーートト調調査査（（資資料料１１--①①②②））  

協議会・連携事業の運営、ICT 活用、健康課題

分析、中小企業支援の現状と課題等について、

調査項目を設定、全国の都道府県、二次医療圏、

保健所設置市の地域・職域連携担当者に対し、

令和５年５～６月に調査を実施した。また、協

会けんぽ 47 都道府県支部を対象として、自治体

との連携や中小企業支援についてアンケート調

査を実施した。 
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②②  ワワーーククシショョッッププ開開催催（（資資料料２２）） 

令和５年８月に自治体の地域・職域連携担当

者および協会けんぽ都道府県支部を対象にWSを

開催し、グループワーク（以下 GW）にて参加者

の意見を収集した。GWで出た意見を作業シート

に記録し分析した。 

 

２２））地地域域・・職職域域連連携携推推進進にに向向けけたた効効果果的的なな協協議議

会会とと連連携携ののあありり方方ににつついいててのの検検討討（（都都筑筑・・薮薮

本本・・藤藤本本））  

①①  地地域域・・職職域域連連携携推推進進担担当当者者へへののアアンンケケーートト

調調査査とと分分析析  

本カテゴリーについての質問項目は、昨年度

の協議会の開催状況、連携事業の実施状況、今

年度の協議会と連携事業の計画、自治体における

連携推進体制、政策への位置づけ、地域・職域連

携推進業務の優先度、健康課題の把握状況、根拠

データの分析や課題の検討体制について、である。 

 

②②  ワワーーククシショョッッププににおおけけるる意意見見交交換換  

テーマ「地域特性に応じた地域・職域連携の

進め方」を選択した自治体が参加した。主な議

題は、地域・職域連携の施策（政策）への位置づ

け、健康課題の把握、事業展開を進めるうえで

の関係機関との連携・協働についてである。 

 

③③  地地域域・・職職域域連連携携促促進進にに向向けけたた効効果果的的なな協協議議

会会活活用用をを促促進進すするる自自治治体体のの構構造造にに関関すするるヒヒアアリリ

ンンググ調調査査  

都道府県、二次医療圏、市町村における連携

について、好事例を持つ自治体を対象にヒアリ

ング調査を実施した。地域・職域連携のストラ

クチャーに関わる部分に着目し、地域・職域連

携を進めていくうえで必要となる要素や内容を

抽出、好事例として記述した。 

 

 

３３））  地地域域・・職職域域連連携携推推進進活活動動ににおおけけるる IICCTT 活活用用

状状況況（（渡渡井井・・尾尾﨑﨑・・髙髙部部））  

①①  地地域域・・職職域域連連携携推推進進担担当当者者へへののアアンンケケーートト調調

査査とと分分析析  

本カテゴリーにおける質問項目は、自治体の

ICT 活用状況について、①オンライン会議、②メ

ルマガ配信、③ホームページによる健康情報提

供、④健康講座(ライブ配信)、⑤オンライン健

康講座(オンデマンド型)、⑥健康関連アプリの

開発・活用の６項目ごとに、現在の導入状況と

今後の導入予定を尋ねている。また、ICT 活用実

現における自治体の課題について質問した。 

WS において、「ポストコロナと ICT の活用」の

テーマで意見交換した。 

 

②②  IICCTT 活活用用ののたためめののチチェェッッククリリスストト作作成成  

令和４年度に実施した自治体担当者へのイン

タビュー結果、今年度６月のアンケート結果お

よび、８月の WS における GW シートをもとに、

「ICT活用のためのチェックリスト」を考案した。 

 

４４））  自自治治体体かかららのの中中小小規規模模事事業業場場へへのの働働ききかかけけ

にに関関すするる調調査査とと分分析析（（渡渡井井・・尾尾﨑﨑・・髙髙部部））  

６月実施のアンケート調査では、自治体の地

域職域連携事業における中小規模事業場のニー

ズの把握や働きかけの実態について、次の 8 項

目の実施状況を尋ねた。 

①商工会議所等との情報交換や事業協力 

②保険者との情報交換や事業協力 

③全事業場を対象とした実態調査やニーズ調査 

④健康づくりや健康経営に関心のある企業の登

録制度 

⑤経営者向けイベントの開催・実施への協力 

⑥健康経営に熱心な企業への顕彰制度の周知・

推進に協力 

⑦事業場単位で参加できる健康支援事業の設置

と広報(ホームページやチラシ等) 

⑧個別の中小事業場への電話や訪問  
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５５））  全全国国健健康康保保険険協協会会ににおおけけるる地地域域・・職職域域連連携携

推推進進活活動動とと健健康康経経営営ととのの関関連連（（渡渡井井・・尾尾﨑﨑・・髙髙

部部））  

協会けんぽ都道府県支部を対象としたアンケ

ート調査の項目は、 

①自治体の地域・職域連携協議会(本庁、二次医

療圏域)への参加の有無 

②都道府県との地域・職域連携事業の有無、市

町村との地域連携事業の有無 

③参加することの意義やメリットである。また、

中小事業場への支援の具体的な内容について、

次の 8 項目について自治体との共同実施、協会

けんぽの単独実施、未実施のいずれかを尋ねた。 

①自治体の健康増進部門や国保等との情報交換

や事業協力 

②商工会議所等との情報交換や事業協力 

③事業場を対象とした実態調査やニーズ調査 

④健康づくりや健康経営に関心のある企業の登

録システム(自治体)への協力 

⑤中小事業経営者向けイベントの開催・実施へ

の協力 

⑥健康づくりや健康経営に熱心な企業への顕彰

制度の周知・推進に協力 

⑦事業場単位で参加する健康支援事業の広報 

⑧個別の中小事業場への電話や訪問 

協会けんぽにおける中小事業場への支援 8 項目

の回答について、記述統計を実施。さらに「自治

体との共同実施」項目数と「協会けんぽ単独で

の実施」項目数をそれぞれ加算し、その総点と

健康経営優良法人(中小規模法人部門)認定率と

の相関係数を求めた。  

  

６６））  地地域域・・職職域域連連携携にに役役立立つつ健健康康課課題題のの可可視視化化

（（横横山山））  

第 8 回 NDB オープンデータ（令和２年度特定

健診）を用いて、全ての都道府県・二次医療圏別

に、特定健診の検査値と標準的な質問票に関す

る 46 項目について、標準化該当比を算出し、自

治体・関係者が理解しやすいように図で可視化

した。この資料は、昨年度までに作成した第６

～７回 NDB オープンデータ（平成 30～令和元年

度特定健診）に基づくものと併せて Web 上で公

表した。 

また、人口動態統計の公表データを用いて、

全ての都道府県・二次医療圏別に、18 死因別標

準化死亡比(SMR)の 10年間(2013～2022 年)の推

移を図で可視化した。 

  

７７））  地地域域・・職職域域連連携携事事業業のの推推進進にに資資すするる手手引引きき

のの改改訂訂（（全全体体））  

社会情勢の変化、健康日本 21（第三次）、本研

究成果を踏まえ、先行研究班で２年前に作成し

た手引きを改訂、「「健健康康日日本本 2211（（第第三三次次））をを踏踏まま

ええてて～～地地域域・・職職域域連連携携推推進進事事業業のの新新たたななるる展展開開」」

を作成した。健康日本 21（第三次）の目標項目・

指標と地域・職域連携との関係・取組テーマを

示し、これから健康増進計画を策定する自治体

の取り組みを促す内容とした。本研究で得られ

た知見を活用し、自治体が等身大で取り組める

内容を盛り込む方針とした。ICT 活用に関する

チェックリストを追加した。 

 

ＣＣ．．  結結果果  

１１））  研研究究班班のの運運営営：：研研究究テテーーママのの集集約約ととアアンンケケ

ーートト調調査査、、ワワーーククシショョッッププのの実実施施  

①①    班班会会議議のの運運営営  

班会議を５回開催、WS を 1 回開催した。WS に

向けての小班会議を複数回開催し、準備を進め

た。都筑、渡井はそれぞれ分担班にて協議をお

こない、研究を進めた。 

第第１１回回班班会会議議：：令令和和５５年年４４月月 2244 日日((月月))    

・昨年度の振り返りと研究評価 

・今年度の研究計画 

 ①全体計画の概要、達成目標、スケジュール 

 ②現行の地域・職域連携推進ガイドラインの

改訂すべき点の検討 
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 ③アンケート調査項目の検討 

 ④WS 企画 

 ⑤手引きの改訂 

 ⑥健康課題可視化ツールのパッケージ化 

第第２２回回班班会会議議：：令令和和５５年年６６月月 2266 日日((月月))    

・健康日本 21（第三次）と地域・職域連携 

・アンケートの回収状況・粗集計結果 

・WS の企画 

  プログラム 

  GW のテーマ、進め方 

第第３３回回班班会会議議：：令令和和５５年年８８月月７７日日((月月))    

・WSプログラムの確認 

・GWシート作成 

・事後アンケート作成 

第第４４回回班班会会議議：：令令和和５５年年 1100 月月 2244 日日((火火))    

・WSの振り返り 

  事後アンケート集計結果 

  GWシートの粗集計 

・手引きの改訂すべき点についての検討 

・中間・事後評価（成果報告書）作成 

第第５５回回班班会会議議：：令令和和６６年年３３月月７７日日（（木木））  

・手引き改訂の進捗状況 

・今年度の研究のまとめと今後の方向性 

 

②②  アアンンケケーートト調調査査回回答答者者のの状状況況・・粗粗集集計計  

（（資資料料３３--①①②②））  

全体の回収数は371／508自治体（回収率

73.0％）、うち都道府県 44/47（93.6％）、二

次医療圏  255/351（72.6％）、保健所設置市  

72/110（65.5％）であった。代表的な項目の集

計結果は資料３に示した（①は自治体分、②は

協会けんぽ分）。各テーマの詳細な分析につい

ては分担研究報告に記載した。 

 

③③  ワワーーククシショョッッププ（（資資料料４４--①①②②③③④④⑤⑤⑥⑥））  

８月 22 日（火）オンラインにて WS を開催し

た。第 1 部接続は 265 回線（都道府県 25、二次

医療圏 152、保健所設置市 43、市町村 12、協会

けんぽ 33）、聴講人数は 476 名。第 2 部参加は

87 回線（都道府県 10、二次医療圏 46、保健所設

置市 18、市町村 1、協会けんぽ 12）であった。 

WS の第 1 部の講演、事例発表の資料を資料 4－

①～④に、第 2 部の GW 作業シートの記載例を資

料 4－⑤に掲載した。 

WS 事後アンケートの回収率は回収率 88.0％

で、第１部は、良かった、まあまあ良かったと合

わせると 96.5％、第２部は、良かった、まあま

あ良かったと合わせると 94.8％であった（資料

4－⑥）。参加者からは地域・職域連携担当者の

知識習得、情報交換の場が必要という意見が多

く聞かれた。自由記載欄コメントについてテキ

ストマイニングを実施したところ、自治体と協

会けんぽ等との連携を進めたい、など具体的な

記載が多くみられた。 
  

２２））  地地域域・・職職域域連連携携推推進進にに向向けけたた効効果果的的なな協協

議議会会とと連連携携ののあありり方方ににつついいててのの検検討討  

（詳細は分担研究報告書（都筑千景）参照） 

①①  アアンンケケーートト調調査査のの分分析析  

ⅰ）地域・職域連携推進事業担当者、2022年度

の協議会・連携事業の現状 

担当者の同部署での経験年数は、今年度から担

当40.9％、２年目22.4％と２年目までの担当者

が6割以上を占めた。 

令和４年度の協議会の開催状況については、

前年度のオンライン開催、書面開催から対面開催

とした自治体が42.9％であり、３年度の15.9％

よりも増えた。５年度の計画においては、協議会

については14.3％、連携事業については16.4％

が拡充すると回答した。  

協議会や部会の構成員については、都道府県

では各自治体のテーマを専門とする大学等の学

識経験者を加えたところがあった。二次医療圏

や保健所設置市では、健康運動指導士会や農協・

漁協関係者、スーパー組合代表者や患者会など、
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地域の健康課題解決に向け、協力を得たい組織

等を加えるなどの工夫がなされており、構成員

の選定にはそれぞれ特徴が出ていた。 

ⅱ）地域・職域連携推進業務の現状 

政策へ位置づけていたのは、都道府県では

81.8%、二次医療圏では 76.5%であった。保健所

設置市で位置づけていたのは 50.0%で、検討中

を含めても６割程度であった。位置づけている

政策（施策）は、健康増進計画や保健医療計画で

あったが、総合計画に位置付けている自治体も

あった。 

健康課題の把握について、健康課題を明らか

にしている自治体は、都道府県 81.8%、二次医

療圏 69.0%、保健所設置市 59.7%であった。分

析に用いているデータは、KDBやNDBなどのオー

プンデータ、協会けんぽから提供されたデータ、

県や市が県民（市民）調査として独自に実施す

る調査や事業所へのアンケートから得られたデ

ータなどであった。一方で、働き盛り世代の全

体像を把握するためのデータの入手に困難を感

じている自治体や、自治体規模の違いによる分

析方法に課題を感じている自治体があった。 

ⅲ）業務の優先度とその理由 

所属組織内での業務の優先度について、「高

い・どちらかと言えば高い」と回答した割合は、

都道府県 81.8%、二次医療圏 60.4%、保健所設

置市 45.8%であった。 

優先度が高い理由として、都道府県では「働

き盛り世代の健康課題を明確にしており、その

解決が重要と考えている」(31.8％)で最も多く、

次いで「政策として位置づけられている」

(20.4％)であった。 

二次医療圏、保健所設置市では「働き盛り世

代の健康課題は明確にしていないが本事業は重

要と考えている」が最も多かった。一方、「コロ

ナ対応含め他に優先すべき業務がある」、「職域

側の意識が低い」、「成果が実感できない」、

「複数業務を担当していることにより繁忙であ

る」などの意見がみられた。 

ⅳ）政策への位置づけと業務の優先度、健康課

題の明確化との関連 

地域・職域連携推進を健康政策として位置づ

けている自治体は地域・職域連携推進業務の優

先度が高く、健康課題の明確化の実施が高く、

協議会や連携事業の拡充・維持の割合が有意に

高かった。また、健康課題の明確化と業務の優

先度にも有意な関連があった。 

 

②②  ワワーーククシショョッッププににおおけけるる意意見見交交換換  

ⅰ）地域・職域連携の施策への位置づけ 

次期計画への地域・職域連携の位置づけにつ

いては、社会環境の整備、ライフステージ別の

項目に位置付けるなど、より詳細に検討してい

る自治体や、20歳代早期からの生活習慣病対策

等、具体的にターゲットを定める自治体もあっ

た。 

ⅱ）健康課題の把握 

 健康課題の把握においては、NDBやKDBなどの

オープンデータの他、関係機関からデータの提

供をうけて、働き盛り世代の全体像を可及的に

捉えられるよう、分析をしている自治体があっ

た。また、事業所向けに調査を実施したり、訪問

して聴き取りをしたりする中で質的な情報を収

集するなど、職域の状況をより深堀するための

調査を実施しているところもみられた。   

分析結果は、協議会で共有し今後の改善点に

関する協議につなげるだけでなく、指標を決め

てレーダーチャートにするなど、見える化する

ことにより関係機関と共有しやすくしていた。 

ⅲ）関係機関との連携・協働 

 保健所と市町村、地域産業保健センターの担

当者が一緒に事業所訪問をする、職場の健康づ

くりに関するセミナーを自治体・協会けんぽ・

産業保健センター等が合同開催する、啓発媒体
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を共有して健診時に配布するなど、顔の見える

協力関係を構築し、より実効性のある取り組み

につなげている自治体があった。 

 

③③  地地域域・・職職域域連連携携促促進進にに向向けけたた効効果果的的なな協協議議

会会活活用用をを促促進進すするる自自治治体体のの構構造造にに関関すするるヒヒアアリリ

ンンググ調調査査  

大分県本庁、３つの二次医療圏に対しヒアリ

ングを実施し、地域・職域連携推進のストラク

チャーにかかわる部分を抽出し、好事例として

記述した。 

大分県では「長期総合計画」の中に「健康長

寿・生涯現役社会の構築～健康長寿日本一の実

現～」を目標に掲げ、「第二次生涯健康県おお

いた２１（健康増進計画）」の中で、健康づく

りのための県民運動の展開、健康を支える社会

環境の整備を掲げている。 

二次医療圏では、保健所ごとに保健所行動計

画を策定しており、県が示した方向性に沿って、

二次医療圏の課題に即した目標を設定している。

保健所の事務分掌では、地域・職域連携を含む

健康づくり活動を担う部署として、地域保健課

健康増進班が明記されている。 

 

３３））  地地域域・・職職域域連連携携推推進進活活動動ににおおけけるる IICCTT 活活用用

状状況況（詳細は分担研究報告書（渡井いずみ）参照） 

①①  アアンンケケーートト調調査査とと分分析析  

自治体の健康増進事業における ICT 導入状況

について、「運用開始 3年以上」の導入率が高い

項目は、ホームページ、オンライン会議で、「未

実施」率が高かったのはメルマガ、オンライン

講座(ライブ配信)、オンライン講座(オンデマン

ド型)、健康関連アプリの開発・活用であった。

うち、働く世代に対する健康増進事業ではホー

ムページのみで、それ以外の５項目はすべて「未

実施」が最も多かった。 

自治体における ICT 活用を実現する際の課題

としては、【健康情報のメルマガ配信】における

「メルマガ登録者の確保(61.6%)」「メルマガ内

容の充実(58.3%)」「定期的な発信(60.5%)」、【ホ

ームページによる健康情報発信】における「閲

覧者数の向上(52.3%)」「ホームページ内容の充

実(63.6%)」「定期的な更新(68.6%)」、【オンライ

ン健康講座ライブ配信】における「オンライン

健康講座の技術(52.7%)」、【オンライン健康講座

(オンデマンド配信)】における「利用者の確保

(53.5%)」「健康講座の内容の充実(52.8%)」「動

画作成の技術(72.0%)」、【健康関連アプリの開発

または活用】における「維持管理費用(62.6%)」

「職員のアプリに関する知識・管理技術(59.2%)」

であった。 

ICT 活用６項目における課題の細項目ごとに

活用レベルの割合を比較した。オンライン会議、

健康情報のメルマガ配信、ホームページによる

情報発信、健康関連アプリの開発・活用におい

ては「ICT 機器の整備」の導入段階に有意差がみ

られた。オンライン健康講座においては動画作

成の技術の導入段階に有意差がみられた。 

 
②②    IICCTT 活活用用ののたためめののチチェェッッククリリスストト作作成成  

令和４年度の自治体へのインタビュー調査、

令和５年度のアンケート調査やワークショップ

での地域・職域連携担当者の声を参考に、分担

班でブレーンストーミングを行い、担当者が自

分の自治体のICT活用状況を確認するためのチ

ェックリストを考案した。本チェックリストは、

ICT活用の課題を解決するために必要な事前準

備・体制・実施時の工夫・評価についてチェック

レベルや深度を揃えて整理したものである。ICT

活用の主要６領域すべてに通じるものを【共通

項目】として８項目作成、組織内(庁舎全体を想

定)と部署内(地域・職域連携担当者が所属する

部署)に分けて回答できるようにした。次にICT

活用の６領域それぞれに応じて必要な準備・体

制・実施時の工夫・評価に関する48項目を作成
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した。共通項目と合わせて合計56項目で構成さ

れるチェックリストとなった。地域・職域連携

の手引きに掲載し、広く活用していただくこと

を期待している。 

 

４４））自自治治体体かからら中中小小規規模模事事業業場場へへのの働働ききかかけけ  

（詳細は分担研究報告書（渡井いずみ）参照） 

「地域・職域連携協議会にて商工会議所等、

中小規模事業場からの委員との情報交換や事業

協力を依頼している(65.2%)」、「地域・職域連携

協議会にて協会けんぽ等、中小規模事業場が加

盟している保険者との情報交換や事業協力を依

頼している(54.9%)」自治体が半数を超えた。一

方、実施率が 20%未満の項目は「管内の全事業場

を対象として健康に関する実態調査やニーズ調

査を実施している(7.0%)」「健康づくり活動や健

康経営に熱心に取り組んでいる事業場への表彰

制度を設けている(20.6%)」であった。 
 

５５））  全全国国健健康康保保険険協協会会ににおおけけるる地地域域・・職職域域連連携携

推推進進活活動動とと健健康康経経営営ととのの関関連連  

（詳細は分担研究報告書（渡井いずみ）参照） 

協会けんぽと都道府県との連携については、

46支部が「連携あり」、市町村との連携では、す

べての市町村と連携が16支部、一部の市町村と

連携が31支部であった。連携状況による健康経

営優良法人認定率に有意差はなかった。 

協会けんぽによる中小事業場に対する健康支

援に関して、自治体との共同実施の割合が高か

ったのは、「自治体や国保等の情報交換・事業協

力(89.4%)」、「自治体の顕彰制度への協力(85.1%)」、

「商工会議所等との連携(68.1%)」、「自治体の企

業登録システムへの協力(66.0%)」であった。協

会けんぽ独自での実施は、「企業への個別訪問・

保健指導(72.3%)」、「加盟企業への調査(44.7%)」

が高かった。「健康支援事業の実施と広報」は自

治体との共同実施と協会けんぽ独自での実施が

同率程度であった。 

６６））  地地域域・・職職域域連連携携にに役役立立つつ健健康康課課題題のの可可視視化化  

（詳細は分担研究報告書（横山徹爾）参照） 

①①  健健診診項項目目（（質質問問票票含含むむ））のの標標準準化化該該当当比比  

全ての都道府県・二次医療圏別に、欠損人数

を補完したうえで、標準化該当比を算出、（都道

府）県全体または全国に対する高低が分かりや

すいように「標準化該当比-100」を棒グラフで

図示した。同一の都道府県内でも、ほとんどの

項目で二次医療圏間での差が観察された。都道

府県を基準とした場合に標準化該当比が低くて

も、全国を基準とした場合には高いこともあり

得るので、両者を併せて解釈することが必要で

ある。 

 

②②  人人口口動動態態統統計計にによよるる死死因因別別標標準準化化死死亡亡比比  

全ての都道府県・二次医療圏別に、18死因別

SMRの10年間の推移を算出・図示した。例えば、

「心疾患（高血圧性を除く）」では、全国は2015

年を基準として経年的に改善してきているのに

対して、ある二次医療圏は全国よりも高い状態

で横ばいであり、その結果、各年の全国との比

は有意な上昇傾向にあることが示されるなど、

全国と地域の健康状態の推移の差を確認するの

にも有用である。 

 

７７））  地地域域・・職職域域連連携携事事業業のの推推進進にに資資すするる手手引引きき

のの作作成成、、おおよよびびガガイイドドラライインン改改訂訂へへのの提提案案  

社会情勢の変化、健康日本 21（第三次）、研究

成果を踏まえ、先行研究班で２年前に作成した

手引きを改訂、「健康日本 21（第三次）を踏まえ

て～地域・職域連携推進事業の新たなる展開」

を作成した。 

健康日本 21（第三次）告示において、地域・

職域連携目標項目・指標と地域・職域連携との

関係・取組テーマを示し、これから健康増進計

画を策定する自治体の取り組みを促す内容とし

た。 
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第第１１章章：：誰誰一一人人取取りり残残ささなないい「「地地域域」」をを目目指指ししたた、、

実実効効性性のの高高いい取取組組ののたためめにに  

今回新たに作成した項目。健康日本21（第三次）

における地域・職域連携推進協議会等の位置づけ、

ならびに、第三期の各目標と関連する地域・職域

連携推進テーマの例（表）を作成した。なお、この

表については健康日本 21 研究班（代表：辻一郎先

生）の会議にも共有し、意見をいただいた。 

第第２２章章：：地地域域・・職職域域連連携携推推進進事事業業のの理理解解ののたためめにに  

経験年数の浅い自治体の保健師等が本事業の担

当をしていることを鑑み、産業保健、被用者保険

の保健事業、健康経営についての基本的な知識を

まとめた。健康経営の最新動向や THP 指針の改訂

などを盛り込み、自治体担当者がどこと連携すれ

ばよいのかの参考になるようにした。 

第第３３章章：：地地域域・・職職域域連連携携推推進進事事業業のの理理解解ののたためめにに

地地域域・・職職域域連連携携にに役役立立つつデデーータタ活活用用    

本研究班（横山）が作成した標準化該当比のグラ

フの見方や都道府県、二次医療圏における活用方

法について解説した。また、他に参考にしてほし

い情報の HP を紹介した。 

第第４４章章～～第第８８章章：：地地域域・・職職域域連連携携推推進進協協議議会会・・連連

携携事事業業のの進進めめ方方    

地域・職域連携推進協議会の目的や体制、課題と

好事例の知見、都道府県、二次医療圏、保健所設置

市・特別区における進め方について、チェックリ

ストを活用した効果的な運用について解説した。

２年前の手引きのチェックリストから、現状を踏

まえて修正を加えた。この２年間に多くの好事例

が集積していることから、それらを反映した内容

とした。 

第第９９章章：：地地域域・・職職域域連連携携推推進進事事業業ににおおけけるる IICCTT 活活

用用のの推推進進  

今回新たに作成した項目。ICT 活用に関する調査

結果についての解説と、新たに提案したチェック

リストを添付した。 

 

 

ＤＤ..考考察察  

本研究で期待される効果として、研究計画書

では以下の点を挙げている。 

****************************************** 

①地域・職域連携の推進状況の評価と課題を整

理し、自治体の状況に合った解決法を発見で

きるよう、段階的な推進プログラムを作成す

る。これにより PDCA サイクルを回して、無理

なく継続的に連携事業に取り組む自治体が増

加することが期待される。 

②本事業担当となった自治体職員に対し、職域

保健・被用者保険や健康経営に関する知識の

普及、ネットワーク構築支援により、地域・職

域連携を推進する能力向上をねらう。 

③ICT 活用状況を調査し、協議会における活用

や、連携事業に適したモデルを提案する。運

用上の課題や留意事項を整理する。ICT によ

り保健事業の効果を評価している事例を収集

し、評価指標の拡充を図る。また、感染症や災

害等の非常事態においても、ICT を活用した

生活習慣病予防が続けられる知見を得る。 

④地域・職域連携事業を、協会けんぽや国保組

合等各保険者がデータヘルス計画にも活かす

ことにより、地域ぐるみの生活習慣病対策に

つなげる。これにより中小規模事業所就労者

や非正規雇用者、退職者など、保健事業が届

きにくかった住民に対してアプローチが可能

となり、働き盛りの健康維持、高齢になって

も仕事が続けられる社会の構築につなげる。 

⑤健康日本 21（第三次）、第４期特定健診等実

施計画（令和６年度）等の方向性を踏まえ、

「地域・職域連携推進ガイドライン」の改訂

をするためのエビデンスを提供する。 

****************************************** 

以上の点について、研究成果をもとに達成状

況の確認と今後の方向性を考察した。 
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①①  地地域域・・職職域域連連携携のの推推進進状状況況のの評評価価とと課課題題  

コロナ対策が緩和され、保健事業が通常体制

に戻るなか、地域・職域連携推進事業について

も、関係者との連携や担当者の創意工夫のもと、

積極的に取り組む自治体が増えてきた。 

一方、予算削減などにより十分に取り組めて

いない自治体もあった。 

本事業を効果的に進めている自治体から推察

されるポイントは、以下のとおりである。 

〇〇都都道道府府県県、、二二次次医医療療圏圏、、市市町町村村そそれれぞぞれれがが施施

策策体体系系にに位位置置づづけけ、、戦戦略略的的にに取取りり組組むむこことと  

位置づけを明確にすることにより、地域・職

域連携業務の根拠を明確にし、優先的に取り組

む重要な業務であることを内外に示すことにつ

ながる。 

〇〇都都道道府府県県のの役役割割ととししてて、、地地域域・・職職域域連連携携ののスス

トトララククチチャャーーををつつくくるるこことと  

都道府県の役割は、地域・職域連携全体の基

盤や仕組みをつくり、都道府県内の地域職域連

携の推進的役割を果たすことである。二次医療

圏や市町村が使えるツールや資源を提供し、地

域・職域連携がより進むよう後押しをすること

が有効である。その際には、二次医療圏や市町

村の意見とニーズを吸い上げ、より現状に応じ

た体制をつくることが重要である。 

〇〇都都道道府府県県、、二二次次医医療療圏圏、、市市町町村村そそれれぞぞれれがが実実

施施主主体体ととししててのの役役割割をを認認識識しし、、並並列列でで活活動動をを展展

開開すするるこことと  

有機的な連携・協働関係を構築していくため

に、それぞれの役割を明確にする必要がある。

二次医療圏は地域特性に応じて重点課題を設定

し、管内の市町村の現状を見える化、健康課題

や活動方針を共有できる場づくりを行う。市町

村は生活習慣病対策の主体として、働き盛り世

代（個人、もしくは事業場）に対してアプロー

チを行う。その際、二次医療圏は市町村のニー

ズを把握し、都道府県が提供する資源やツール

の効果的な活用を勧める等、市町村の活動をバ

ックアップしていくことが重要である。 

〇〇既既存存デデーータタやや公公開開資資料料ななどどのの情情報報をを活活用用ししたた

健健康康課課題題把把握握にに努努めめるるこことと  

NDBや人口動態統計等を活用することにより、

地域の健康課題を客観的に把握することが可能

となる。他自治体との比較や年次推移を見てい

く際、年齢調整や標準化をすることが必要であ

るが、自治体で統計処理をするのが困難な場合

も少なくない。標準化該当比など加工されたデ

ータについても研究班で公開しているので、積

極的な活用を期待したい。 

〇〇地地域域でで顔顔のの見見ええるる関関係係ををつつくくりり、、連連携携事事業業をを

進進めめてていいくくこことと  

健康課題の把握方法としては既存資料から  

大まかに把握したうえで、事業所へのアンケー

トや訪問等を実施することも効果的である。こ

れらを契機に、事業所の実態を把握し関係者と

の関係構築につながり、その後の連携事業にも

つながっている事例もあった。 

 

②②  地地域域・・職職域域連連携携推推進進担担当当者者にに向向けけててのの支支援援

のの在在りり方方ににつついいてて  

地域・職域連携推進担当者は、地域関係者と

良好なコミュニケーションのもと、課題解決へ

の道筋を考えていくことが求められている。限

られた時間内で参加者間の認識を共有し、有意

義な協議会運営と事業展開を図るうえでは、事

務局による資料作成や事前調整などが必要であ

る。専門部会やワーキンググループを設置して、

現場レベルの担当者が実質的に意見を交わす場

の設定している場合に効果的な連携事業につな

がっている。 

アンケート回答によると、担当者の経験年数

は１～２年が多く、２年前の調査時より短縮す

る傾向がみられた。自治体の業務が増加する中、

職域の状況を把握することが難しいと感じる担
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当者も少なくない。このような状況に対し、複

数担当制、チェックリストに基づく業務の見え

る化と引き継ぎの円滑化、庁内連携の拡大によ

り、これらの課題を克服することが可能となる。 

研究班では手引きの中で、基礎的な用語説明、

最新情報を含め、自治体担当者が安心して事業

を進められることを目的に資料提供を行った。

令和６年度は健康日本21（第三次）、データヘル

ス計画などの開始年度にあたる。これらの健康

課題分析や事業計画を活用し、庁内連携のもと

に本事業を推進していくことが望ましい。 

 

③③  地地域域・・職職域域連連携携ににおおけけるるIICCTTのの積積極極的的なな活活用用

にに向向けけてて  

ホームページの作成は新型コロナウイルス感

染症流行前から取り組んでいる自治体が多いが、

オンライン会議は感染症流行を機に導入に踏み

切った自治体が多かった。メルマガ配信、オン

ライン健康講座、健康関連アプリの開発・活用

は未実施が半数以上であり、必要性は認識され

ているものの、導入できていない自治体が多か

った。 

そこで、ICT 活用が進んでいる自治体の取組

みを知る機会を設けることが重要と考えた。研

究班では、８月の WS において、静岡県と浜松市

より ICT を活用した具体的な健康増進事業の取

組みと働く世代への拡大について紹介してもら

った。その後の GW やアンケート結果から「目指

すモデル像がクリアになった」との感想が多く

聞かれた。都道府県、二次医療圏域の地域・職域

連携の担当者は頻繁に交代することから、この

ような機会を継続的に設けることが必要と考え

る。 

また、担当者が確認するツールとして「ICT 活

用のためのチェックリスト」を作成した。今後、

このチェックリストを使用した評価に関する調

査を行い、信頼性・妥当性が確保された尺度に

アップデートできるよう、継続して検討してい

く必要がある。 

 コロナ禍においては、地域・職域連携をいっ

たん中断した自治体が少なくなかったが、ICTの

活用が普及することにより、感染症、災害等の

非常事態においても生活習慣病対策を継続でき

る基盤づくりにもつながることが期待される。 

 
④④  協協会会けけんんぽぽとと連連携携ししたた取取組組のの推推進進  

今年度のアンケート調査では、すべての支部

が都道府県および市町村と連携しており、また

WSにおいて自治体が職域側の代表のひとつとし

て協会けんぽとの連携を重視していることがう

かがえた。具体的な連携内容については支部に

よって異なるため、連携方法を類型化し、いく

つかの連携パターンを示すことが必要と思われ

る。 

健康経営優良法人認定率の高い自治体の中に

は、これまで地域・職域連携のモデルとして注

目されていなかった都道府県も含まれていた。

今後はそれらの都道府県を対象としたインタビ

ュー調査を行い、自治体や協会けんぽ以外から

の健康支援、たとえば産業保健総合支援センタ

ーや地域産業保健センター、民間の健康経営支

援団体などの影響があるか等も探索する必要が

ある。 

 自治体は単独で地域・職域連携を進めるので

はなく、被用者保険の保険者や産業保健の関係

者と連携した取り組みにより、中小規模事業所

就労者や非正規雇用者、退職者など、保健事業

が届きにくかった住民に対してアプローチを行

うことが可能になると考えられる。これにより、

働き盛りの健康維持、高齢になっても仕事が続

けられる社会の構築につなげることが期待され

る。 

 

⑤⑤  健健康康日日本本 2211（（第第三三次次））、、第第４４期期特特定定健健診診等等実実

施施計計画画（（令令和和６６年年度度））等等のの方方向向性性をを踏踏ままええたた手手

引引ききのの改改訂訂  
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健康日本 21（第三次）はじめ国の動向や社会

情勢の変化、自治体の担当者と対話した研究成

果を盛り込み、手引きを改訂した。 

研究班では成果物として本手引きを印刷し、

都道府県、二次医療圏、保健所設置市、協会けん

ぽ等の関係者に送付する。地域における健康増

進計画や生活習慣病予防の取り組みにおいて、

本手引きが活用されることを期待している。今

後の地域・職域連携の動向を見ながら、手引き

は定期的に改訂していく必要があると考えてい

る。 

 最後に、令和元年度版の厚生労働省ガイドラ

インでは地域・職域連携の基本的な考え方は示

されたものの、協議会運営、進捗管理、健康課題

の可視化、事業評価と改善についての具体的な

記述に乏しい傾向がある。また、コロナ禍前の

状況をもとに作成されており、その後の社会情

勢、雇用環境、情報流通手段も変化しているこ

とから、定期的にガイドラインを改訂していく

ことが望ましいと考えている。 

  

ＥＥ．．  結結論論  

自治体に対するアンケート調査、WS、ヒアリ

ング等を通じて、地域・職域連携推進担当者が

かかえる課題を分析、好事例を収集した。協議

会の在り方、ICT 活用、健康課題分析のための

NDB オープンデータの解析について研究を進め

た。研究成果をまとめ、自治体向けの手引きを

改訂した。 

健康日本 21（第三次）の目標達成のためにも

地域・職域連携は重要な取組であることを再認

識し、全医療圏において協議会や連携事業を実

施することを位置付けた都道府県もあると聞く。

これからのさらなる推進を期待したい。 
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２）津下一代．特別区職員研修所 令和５年度

専門研修「栄養士」．健康日本 21 のポイン

トについて．2024 年 2 月 2 日 

３）津下一代．令和５年度 東京都福祉局・保健

医療局・東京都立病院機構 専門研修 職

種職務専門研修「栄養士（病院・保健所等）」 

働く世代に向けた効果的な健康づくり事業

展開とは～地域特性に応じた地域・職域連

携の視点から～．2024 年年 2 月 6日 

４）都筑千景．秋田県健康福祉部健康づくり推

進課．地域・職域連携推進の理解を深める

ための研修会（オンライン）．2024 年 2 月

13 日 

５）渡井いずみ．地域・職域連携，静岡県産業保

健総合支援センター．産業保健セミナー（講

師）．2023 年 8 月 2 日 

６）渡井いずみ．健康経営を目指す産業保健活

動．静岡県産業保健総合支援センター．産

業保健セミナー（講師）．2024 年 1 月 12 日 

７）渡井いずみ．健康経営を目指す産業保健活

動、静岡県産業保健総合支援センター．産

業保健セミナー（講師）．2024 年 2 月 3 日 

８）横山徹爾．特別区職員研修所 令和５年度

専門研修「栄養士」．栄養施策推進のための

データ活用と評価．2024 年 1 月 29 日 

９）横山徹爾．令和５年度熊本県栄養士会（勤労

者支援事業部）研修会．生活習慣病対策推

進のためのデータ活用について．2023 年 7

月 22 日 

10）横山徹爾．長野県データヘルス計画策定支

援研修．データヘルス計画策定に必要な公

衆衛生及び疫学的な視点に基づくデータ分

析方法．2023 年 7 月 14 日 

 

ＨＨ．．  知知的的財財産産権権のの出出願願・・登登録録状状況況  

１．特許取得 

該当なし 

２．実用新案登録 

該当なし 

３．その他 

該当なし 
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５
）

健
康

課
題

の
分

析
や

検
討

に
協

⼒
を

得
て

い
る

機
関

と
そ

の
内

容
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。（
別

集
計

）
 

【
都

道
府

県
】

 

27
20

36
12

5
29

11
7

2

3
2

2
8

7
5

8
4

0

4
10

1
9

14
1

8
17

2

10 12
5

15
18

9
17 16

40

0%
20

%
40

%
60

%
80

%
10

0%

庁
内

他
部

局
保

健
所

国
保

連
合

会
⼤

学
他

の
研

究
機

関
協

会
け

ん
ぽ

他
の

被
⽤

者
保

険
委

託
（

⺠
間

事
業

者
）

そ
の

他

デ
ー

タ
提

供
（

都
道

府
県

）

1.協
⼒

を
得

ら
れ

て
い

る
２

.協
⼒

を
得

た
い

が
得

ら
れ

て
い

な
い

３
.協

⼒
を

得
る

必
要

が
な

い
4.未

回
答
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25
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4
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0
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健
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国
保

連
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会
⼤

学
他

の
研

究
機

関
協

会
け

ん
ぽ

他
の

被
⽤

者
保

険
委

託
（

⺠
間

事
業

者
）

そ
の

他

集
計

・
統

計
解

析
（

都
道

府
県

）

1.協
⼒

を
得

ら
れ

て
い

る
２

.協
⼒

を
得

た
い

が
得

ら
れ

て
い

な
い

３
.協

⼒
を

得
る

必
要

が
な

い
4.未

回
答
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7

28
11 9
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0
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関
協

会
け

ん
ぽ

他
の

被
⽤

者
保

険
委

託
（

⺠
間

事
業

者
）

そ
の

他

考
察

と
対

策
の

検
討

（
都

道
府

県
）

1.協
⼒

を
得

ら
れ

て
い

る
２

.協
⼒

を
得

た
い

が
得

ら
れ

て
い

な
い

３
.協

⼒
を

得
る

必
要

が
な

い
4.未

回
答

ⅤⅤ
．．

貴貴
⾃⾃

治治
体体

のの
健健

康康
増増

進進
事事

業業
等等

にに
おお

けけ
るる

IICC
TT

のの
活活

⽤⽤
にに

向向
けけ

てて
  

１
）

貴
⾃

治
体

に
お

け
る

、
下

記
a〜

fの
IC

T
活

⽤
状

況
に

つ
い

て
 

a.
オ

ン
ラ

イ
ン

会
議

 

ｂ
.健

康
情

報
の

メ
ル

マ
ガ

配
信

 

ｃ
. ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

よ
る

健
康

情
報

発
信
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ｄ
. オ

ン
ラ

イ
ン

健
康

講
座

（
ラ

イ
ブ

配
信

）
 

e.オ
ン

ラ
イ

ン
健

康
講

座
（

オ
ン

デ
マ

ン
ド

）
 

f.健
康

関
連

ア
プ

リ
の

開
発

ま
た

は
活

⽤
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1.運
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開
始

３
年

以
上

2.運
⽤

開
始

２
年

以
内

3.１
年

以
内

に
導

⼊
予

定
4.導

⼊
検

討
中

5.い
っ

た
ん

導
⼊

し
た

が
中

断
6.未

実
施

7.未
回

答

Ⅵ
. 地

域
・

職
域

連
携

事
業

を
進

め
る

た
め

に
、

貴
⾃

治
体

で
は

ど
の

よ
う

な
⽅

法
で

、
中

⼩
規

模
事

業
場

の
ニ

ー
ズ

把
握

や
働

き
か

け
を

⾏
っ

て
い

ま
す

か
（

複
数

回
答

）
 

（
選

択
肢

）
 

1.中
⼩

事
業

場
を

特
定

の
対

象
と

し
た

調
査

や
働

き
か

け
は

し
て

い
な

い
 

2.地
域

・
職

域
連

携
協

議
会（

ま
た

は
類

似
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

組
織

）に
て

商
⼯

会
議

所
等

、中
⼩

規
模

事
業

場
か

ら
の

 委
員

と
の

情
報

交
換

や
事

業
協

⼒
を

依
頼

し
て

い
る

 
3.地

域
・

職
域

連
携

協
議

会（
ま

た
は

類
似

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
組

織
）に

て
協

会
け

ん
ぽ

等
、中

⼩
規

模
事

業
場

が
加

盟
 し

て
い

る
保

険
者

と
の

情
報

交
換

や
事

業
協

⼒
を

依
頼

し
て

い
る

 
4.管

内
の

全
事

業
場

を
対

象
と

し
て

健
康

に
関

す
る

実
態

調
査

や
ニ

ー
ズ

調
査

を
実

施
し

て
い

る
 

5.パ
ー

ト
ナ

ー
企

業
登

録
制

度
等

、
健

康
づ

く
り

や
健

康
経

営
に

関
⼼

の
あ

る
企

業
の

登
録

シ
ス

テ
ム

を
設

け
て

い
る

 
6.健

康
経

営
セ

ミ
ナ

ー
等

、
中

⼩
規

模
事

業
経

営
者

向
け

の
イ

ベ
ン

ト
を

開
催

し
て

い
る

 
7.健

康
づ

く
り

活
動

や
健

康
経

営
に

熱
⼼

に
取

り
組

ん
で

い
る

事
業

場
へ

の
表

彰
制

度
を

設
け

て
い

る
 

8.事
業

場
単

位
で

参
加

す
る

健
康

⽀
援

事
業

を
設

け
て

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
チ

ラ
シ

等
で

広
報

し
て

い
る

 
9.中

⼩
事

業
場

に
対

し
て

担
当

者
が

個
別

に
電

話
や

訪
問

を
⾏

っ
て

い
る
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他
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1

本
研
究
班
の
ご
紹
介

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

研
究
代
表
者

⼥
⼦
栄
養
⼤
学

津
下

⼀
代

令
和
5年

度
厚
⽣
労
働
科
学
研
究
地
域
・職
域
連
携
推
進
研
究
班
ワ
ー
クシ
ョッ
プ

20
23
.0
8.
22

地
域
・
職
域
連
携
推
進
協
議
会

連
携

課
題
・
取
組
の

共
有

地
域

職
域

【
取
組
（
例
）
】

●
特
定
健
診
・
保
健
指
導

●
健
康
増
進
法
に
基
づ
く
健
（
検
）
診
（
が
ん
検
診
等
）

●
健
康
教
育
・
保
健
指
導

等

【
取
組
（
例
）
】

●
特
定
健
診
・
保
健
指
導

●
労
働
安
全
衛
⽣
法
に
基
づ
く
定
期
健
診

●
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク

●
両
⽴
⽀
援

等

PD
CA
サ
イ
ク
ル
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
取
組

健
康

寿
命

の
延

伸
や

生
活

の
質

の
向

上

【
関
係
機
関
（
例
）
】

・
都
道
府
県

・
看
護
協
会

・
市
区
町
村

・
栄
養
⼠
会

・
医
師
会

・
国
⺠
健
康
保
険
団
体
連
合
会

・
⻭
科
医
師
会

・
住
⺠
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

等
・
薬
剤
師
会

【
関
係
機
関
（
例
）
】

・
事
業
場

・
産
業
保
健
総
合
⽀
援
セ
ン
タ
ー

・
全
国
健
康
保
険
協
会

・
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー

・
健
康
保
険
組
合

・
地
⽅
経
営
者
団
体

・
労
働
局

・
商
⼯
会
議
所

・
労
働
基
準
監
督
署

・
商
⼯
会

（
１
）
現
状
分
析

（
４
）
連
携
内
容
の
決
定
及
び
提
案

（
２
）
課
題
の
明
確
化
・
⽬
標
設
定

（
５
）
連
携
内
容
の
具
体
化
・
実
施
計
画
の
作
成

（
３
）
連
携
事
業
の
リ
ス
ト
ア
ッ
プ

（
６
）
連
携
事
業
の
実
施

（
７
）
効
果
指
標
並
び
に
評
価
⽅
法
の
設
定

地
域
・
職
域
連
携
の
メ
リ
ッ
ト
の
共
通
認
識

１
）
効
果
的
・
効
率
的
な
保
健
事
業
の
実
施

（
１
）
地
域
及
び
職
域
が
保
有
す
る
健
康
に
関
す
る
情
報
を
共
有
・
活
⽤
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
の
健
康
課
題
を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

（
２
）
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
量
的
な
拡
⼤
に
よ
り
対
象
者
が
⾃
分
に
合
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
ル
ー
ト
の
拡
⼤
に
繋
が
り
、
対
象
者
が
保
健
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
し
や
す
く
な
る
。

（
４
）
地
域
・
職
域
で
提
供
す
る
保
健
サ
ー
ビ
ス
の
⽅
向
性
の
⼀
致
を
図
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

２
）
こ
れ
ま
で
⽀
援
が
不
⼗
分
だ
っ
た
層
へ
の
対
応

（
１
）
働
き
⽅
の
変
化
や
ラ
イ
フ
イ
ベ
ン
ト
等
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
体
制
の
構
築
に
よ
り
、
⽣
涯
を
通
じ
た
継
続
的
な
健
康
⽀
援
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

（
２
）
被
扶
養
者
等
既
存
の
制
度
で
は
対
応
が
⼗
分
で
は
な
い
層
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
る
。

（
３
）
⼩
規
模
事
業
場
（
⾃
営
業
者
等
も
含
む
）
等
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
と
な
り
、
労
働
者
の
健
康
保
持
増
進
が
図
ら
れ
る
。

生
産

性
の

向
上

医
療

費
の

適
正

化

⽬
指
す
と
こ
ろ

地地
域域

・・
職職

域域
連連

携携
推推

進進
事事

業業
のの

意意
義義

厚
生
労
働
省

地
域
・
職
域
連
携
推
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
令
和
元
年

9月
）

機
関
名

都
道
府
県

保
健
所

市
区
町
村

労
働
局

（
都
道
府
県
単
位
）

労
働
基
準
監
督
署

産
業
保
健

総
合
⽀
援
セ
ンタ
ー

（
都
道
府
県
単
位
）

地
域
産
業
保
健

セ
ン
ター

機
関
名

国
保

保
険
者

被
⽤
者
保
険

健
保
・協
会
等

国
⺠
健
康
保
険
団
体

連
合
会

医
師
会
・⻭
科
医
師
会
・薬
剤

師
会
・看
護
協
会
・栄
養
⼠
会

等 健
診
機
関

住
⺠
ボ
ラン
テ
ィア
等

学
識
経
験
者
（
産
業
保
健
、

公
衆
衛
⽣
等
）

事
業
場

地
⽅
経
営
者
団
体

商
⼯
会
議
所
・

商
⼯
会

協
同
組
合

参
加

が
期

待
さ
れ

て
い
る

関
係

機
関

働
き
盛
り
の
健
康
づ
く
り
の
た
め
に
～
地
域
・
職
域
連
携
推
進
事
業
の
活
用

2

レ
ベ
ル
１

（
協
議
会
の
開
催
）

レ
ベ
ル
２

（
具
体
的
な
取
組
の

実
施
）

レ
ベ
ル
３

（
⾃
⽴
的
か
つ
継
続
的
な

取
組
の
実
施
）

今 後 の 方 向 性

レ
ベ
ル
１
－
①

地
域
・
職
域
連
携
推
進
協
議
会
が
開
催
さ
れ

て
い
る
。

レ
ベ
ル
１
－
②

協
議
会
の
構
成
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
⽴
場
で

の
既
存
の
健
康
に
関
す
る
情
報
や
取
組
に
つ

い
て
報
告
し
、
意
⾒
交
換
を
⾏
っ
て
い
る
。

レ
ベ
ル
２
－
②

各
関
係
者
が
保
有
す
る
デ
ー
タ
を
集
め
て

分
析
し
、
地
域
特
有
の
課
題
を
特
定
し
た
上

で
、
関
係
者
が
連
携
し
て
具
体
的
な
取
組
を

⾏
っ
て
い
る
。

レ
ベ
ル
２
－
③

協
議
会
独
⾃
の
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
更
な

る
課
題
の
明
確
化
を
⾏
い
、
都
道
府
県
全
体

の
⽅
針
と
⼀
体
的
な
取
組
を
⾏
っ
て
い
る
。

レ
ベ
ル
３

具
体
的
な
取
組
を
⾏
う
た
め
に
必
要
な
予
算
や

⼈
員
を
確
保
し
、
⾃
⽴
的
か
つ
継
続
的
に
実
施

し
て
い
る
。

⼆
次
医
療
圏
協
議
会

都
道
府
県
協
議
会

・
都
道
府
県
の
重
点
⽅
針

等
の
伝
達

・
⼆
次
医
療
圏
協
議
会
の

活
動
状
況
（
健
康
課
題

や
実
施
し
た
連
携
事
業
、

評
価
等
）
の
把
握

・
⼆
次
医
療
圏
に
お
い
て

抽
出
さ
れ
た
課
題
の

整
理

・
他
の
協
議
会
の
取
組
事

例
等
の
共
有

等
を
通
じ
て
⼆
次
医
療

圏
協
議
会
が
具
体
的
な
展

開
が
で
き
る
よ
う
⽀
援
す

る
。

レ
ベ
ル
２
－
①

協
議
会
の
構
成
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
⽴
場
で

の
既
存
の
健
康
に
関
す
る
情
報
や
取
組
に
基

づ
き
課
題
意
識
を
共
有
し
、
連
携
し
た
取
組

が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

連
携厚

生
労
働
省

地
域
・
職
域
連
携
推
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
令
和
元
年

9月
）

地
域
・職
域
連
携
推
進
協
議
会
の
効
果
的
運
営
︓
次
の
レ
ベ
ル
へ
の
ス
テ
ップ
ア
ップ
を
どう
図
る
か
︖

資
料

4
-
①

	 	 26	 	



2

令
和
４
〜
５
年
度
厚
⽣
労
働
科
学
研
究

地
域
・職
域
連
携
推
進
ガ
イ
ドラ
イ
ン
を
活
⽤
した
保
健
事
業
の
展
開
に
関
す
る
評
価
及
び

連
携
強
化
の
た
め
の
研
究

先
⾏
研
究
︓
地
域
特
性
に
応
じた
地
域
・職
域
連
携
推
進
事
業
の
効
果
的
な
展
開
の
た
め
の
研
究
（
R2
〜
3年

度
）

【研
究
班
メン
バ
ー
】

研
究
代
表
者
︓
津
下

⼀
代

⼥
⼦
栄
養
⼤
学
・特
任
教
授

研
究
分
担
者
︓
都
筑

千
景

⼤
阪
公
⽴
⼤
学
⼤
学
院
看
護
学
研
究
科
・教
授

横
⼭

徹
爾

国
⽴
保
健
医
療
科
学
院

⽣
涯
健
康
研
究
部
・部
⻑

渡
井
い
ず
み

浜
松
医
科
⼤
学
医
学
部
看
護
学
科
・教
授

研
究
協
⼒
者
︓
尾
崎

伊
都
⼦

名
古
屋
市
⽴
⼤
学
看
護
学
研
究
科
・准
教
授

髙
部
さや
か
浜
松
医
科
⼤
学
・医
学
部
看
護
学
科
・助
教

藤
本

優
⼦

⼤
分
県
⽴
看
護
科
学
⼤
学
・広
域
看
護
学
・助
教

藪
本

初
⾳

南
⼤
阪
看
護
専
⾨
学
校
・副
学
校
⻑

5

研
究
班
の
⽬
指
して
い
る
こと

地
域
・職
域
連
携
が
進
ん
で
い
る
⾃
治
体
が
増
え
て
き
た
︕

①
地
域
・職
域
連
携
推
進
協
議
会
の
活
⽤
︓

協
議
会
を
地
域
・職
域
連
携
の
プ
ラッ
トフ
ォー
ム
とし
て
位
置
付
け

②
職
域
の
ニ
ー
ズ
を
知
り、
職
域
に
寄
り添

う取
り組

み
の
検
討
︓

量
的
な
情
報
と、
ワ
ー
キ
ン
グ
部
会
・事
業
所
か
ら得

た
質
的
な
情
報

③
職
域
の
健
康
づ
くり
を
地
域
の
健
康
づ
くり
へ

中
⼩
企
業
で
働
く従
業
員
は
その
⾃
治
体
の
住
⺠
で
あ
る
こと
が
多
い

④
地
域
・職
域
連
携
を
ウ
イ
ン
ウ
イ
ン
の
関
係
に

健
康
経
営
を
して
い
る
先
進
的
な
事
業
所
を
地
域
の
資
源
とし
た
横
展
開

6

ア
ン
ケ
ー
ト
回
収
数
・
率

回回
収収

率率
（（
％％

））
回回

収収
数数

発発
送送

数数

9
3
.6

4
4

4
7

都都
道道

府府
県県

7
1
.8

2
5
2

3
5
1

二二
次次

医医
療療

圏圏

6
5
.5

7
2

1
1
0

保保
健健

所所
設設

置置
市市

等等

7
2
.2

3
6
7

5
0
8

計計

回
答
者
の
「
地
域
・
職
域
」
担
当
経
験

7
  ©

 T
su

sit
a

地
域
・職
域
連
携
推
進
事
業
に
関
す
る
ア
ンケ
ー
ト調

査
（
20
23
年
6⽉

実
施
）

22

93

19

11

54

9

7

40

13

2

48

6

2 17

25

0%
20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

都
道
府
県

⼆
次
医
療
圏

保
健
所
設
置
市

１
.今
年
度
か
ら

2.
２
年
⽬

3.
3〜

４
年
⽬

4.
５
年
⽬
以
上

未
回
答
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3

令
和

4年
度
協
議
会
開
催
状
況

令
和

4年
度
連
携
事
業
の
実
施
状
況 8

   
©

 T
su

si
ta

地
域
・職
域
連
携
推
進
事
業
に
関
す
る
ア
ンケ
ー
ト調

査
（
20
23
年
6⽉

実
施
）

01020304050607080

都
道
府
県

⼆
次
医
療
圏

保
健
所
設
置
市

1.
対
⾯
開
催

2.
オ
ン
ライ
ン開

催
３
.書
⾯
開
催

4.
開
催
せ
ず

（
％
）

0102030405060

都
道
府
県

⼆
次
医
療
圏

保
健
所
設
置
市

1.
計
画
通
り実

施
2.
計
画
を
変
更
して
実
施

3.
中
⽌

4.
計
画
して
い
な
い

今
年
度
の
協
議
会
の
特
徴
（
都
道
府
県

44
）

9
  ©

 T
su

sit
a

地
域
・職
域
連
携
推
進
事
業
に
関
す
る
ア
ンケ
ー
ト調

査
（
20
23
年
6⽉

実
施
）

令
和
5年

度
の
計
画

協
議
会
開
催
予
定

10

38 5

31

18
3

38

0

1

1

0

1

0

3

28

26

0 1 2

0%
20
%

40
%

60
%

80
%

10
0%

都
道
府
県

⼆
次
医
療
圏

保
健
所
設
置
市

1.
拡
充

2.
例
年
と同

様
3.
縮
⼩

4.
中
⽌

5.
未
定

6.
未
回
答

内
容

•
健
康
⽇
本
21
（
健
康
増
進
計
画
）
に
⾔
及
︓
14

•
健
康
経
営
に
⾔
及
︓
４

•
協
会
け
ん
ぽ
に
⾔
及
︓
４

構
成
員
の
⼯
夫
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1

＜
デ
ー
タの
⾒
え
る
化
＞
標
準
化
該
当
⽐
に
つ
い
て

ND
Bオ
ー
プ
ンデ
ー
タ（

特
定
健
診
）
を
⽤
い
た

⼆
次
医
療
圏
別
リス
ク因

⼦
・⽣
活
習
慣
の
特
徴
把
握

研
究
分
担
者

国
⽴
保
健
医
療
科
学
院

横
⼭
徹
爾

令
和
5年

度
厚
⽣
労
働
科
学
研
究
地
域
・職
域
連
携
推
進
研
究
班
ワ
ー
クシ
ョッ
プ

20
23
.0
8.
22

1

健
康
課
題
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
デ
ー
タ

地
域
・職
域
連
携
推
進
ガ
イド
ライ
ンp
.2
6

2

•
デ
ー
タ
の
収
集
・
分
析
を
進
め
て
い
く
た
め
に
は
、
収
集
・
分
析
に
莫
大
な
時
間
や
予
算
を
費
や
さ
ず
、

健
康
日
本
2
1
（
第
二
次
）
の
各
指
標
や
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
、
特
定
健
診
デ
ー
タ
（
N
D
B
オ
ー
プ
ン

デ
ー
タ
等
）
、
政
府

統
計
の
総
合
窓
口
（
e
-
S
ta
t）
等
、
公

開
さ
れ

て
い
る
デ
ー
タ
を
活
用

す
る
と
よ
い
。

•
分
析
に
係
る
労
力
や
時
間
を
節
減
で
き
、
円
滑
に
具
体
的
な
取
組
へ
移
行
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
。

年
齢
調
整
の
必
要
性
と標

準
化
該
当
⽐

3


⼀
般
に
、⾼

齢
者
ほ
ど⽣

活
習
慣
病
有
病
率
（
例
︓
⾼
⾎
圧
者
の
割
合
）
や
死
亡
率
は
⾼
い
。


従
って
、⾼

齢
者
の
割
合
が
多
い
と、
有
病
率
や
死
亡
率
は
⾼
くて
あ
た
りま
え
。


病
気
の
「お
こり
や
す
さ」
や
「死
亡
しや
す
さ」
を
知
りた
い
場
合
（
地
域
の
健
康
状
態
の
指
標
）


年
齢
調
整
した
有
病
率
・死
亡
率
等
で
⽐
較
す
る
必
要
性
。


病
気
の
「総
量
」を
知
りた
い
場
合
（
必
要
な
医
療
資
源
の
量
に
関
係
）


年
齢
調
整
しな
い
割
合
・率
・⼈
数
等
で
⽐
較
。


年
齢
調
整
の
⽅
法
とし
て
、有

病
率
等
で
は
標
準
化
該
当
⽐
、死

亡
で
は
標
準
化
死
亡
⽐
を
よ
く使
う。


全
国
（
や
県
全
体
）
=
10
0と
した
とき
の
有
病
率
や
死
亡
率
の
⾼
低
（
倍
率
）
を
意
味
す
る
。


例
︓
全
国
を
基
準
とし
た
⾼
⾎
圧
の
標
準
化
該
当
⽐
=
12
0な
らば
、年

齢
調
整
して
も
全
国
よ

り1
.2
倍
⾼
⾎
圧
が
多
い
。

特
定
健
診
デ
ー
タを
⽤
い
た
県
内
地
域
差
の
分
析
例

（
市
町
国
保
・国
保
組
合
・共
済
組
合
・健
保
組
合
・協
会
け
ん
ぽ
の
合
計
）

4

令
和
２
年
度
特
定
健
診
・特
定
保
健
指
導
に
係
る
健
診
等
デ
ー
タ報

告
書
p.
36

静
岡
県

資
料

4
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2

【
BM

I≧
25

.0
】

グ
ラ

フ
の

縦
軸

の
値

：
標

準
化

該
当

⽐
−

１
０

０
（

縦
軸

の
範

囲
は

グ
ラ

フ
に

合
わ

せ
変

動
す

る
の

で
⽐

較
時

に
は

注
意

）
⇒

解
釈

：
基

準
集

団
と

の
⽐

較
か

ら
期

待
さ

れ
る

該
当

者
数

よ
り

も
、

実
際

に
観

察
さ

れ
た

該
当

者
数

が
○

○
％

多
い

／
少

な
い 第
８

回
ND

Bオ
ー

プ
ン

デ
ー

タ
よ

り
作

成

＜
埼

⽟
県

＞
令

和
２

年
度

 特
定

健
康

診
査 標
準

化
該

当
⽐

（
対

全
国

）
−

10
0

-1
5

-1
0-5051015

全 体
南 部

南 ⻄ 部
東 部

さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

⼥
性

（
65

-7
4歳

）

-1
0-505101520

全 体
南 部

南 ⻄ 部
東 部

さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

⼥
性

（
40

-6
4歳

）

-1
0-5051015

全 体
南 部

南 ⻄ 部

東 部
さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

⼥
性

（
40

-7
4歳

）

-1
2

-1
0-8-6-4-20246

全 体
南 部

南 ⻄ 部

東 部
さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

男
性

（
65

-7
4歳

）

-2-10123456789

全 体
南 部

南 ⻄ 部

東 部
さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

男
性

（
40

-6
4歳

）

-2-1012345678

全 体
南 部

南 ⻄ 部

東 部
さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

男
性

（
40

-7
4歳

）

標
準

化
該

当
⽐

（
対

全
国

）
−

10
0

-1
5

-1
0-5051015

全 体
南 部

南 ⻄ 部
東 部

さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

⼥
性

（
65

-7
4歳

）

-1
0-505101520

全 体
南 部

南 ⻄ 部
東 部

さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

⼥
性

（
40

-6
4歳

）

-1
0-5051015

全 体
南 部

南 ⻄ 部

東 部
さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

⼥
性

（
40

-7
4歳

）

-1
2

-1
0-8-6-4-20246

全 体
南 部

南 ⻄ 部

東 部
さ い た ま

県 央
川 越 ⽐ 企

⻄ 部
利 根

北 部
秩 ⽗

男
性

（
65

-7
4歳

）

-2-10123456789

全 体
南 部

南 ⻄ 部
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プ
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⽤
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⽬
別

男
⼥

別
・

年
齢

別

県
全

体
と

⼆
次

医
療

圏
別

全
国

と
⽐

較

標
準

化
該

当
⽐

−
１

０
０

０
＝

全
国

と
同

じ
。

７
＝

全
国

の
1.
07

倍
多

い
。

⽬
盛

り
幅

が
変

わ
る

の
で

⽐
較

時
に

注
意

グ
ラ

フ
の

縦
軸

の
値

：
標

準
化

該
当

⽐
−

１
０

０
（

縦
軸

の
範

囲
は

グ
ラ

フ
に

合
わ

せ
変

動
す

る
の

で
⽐

較
時

に
は

注
意

）
⇒

解
釈

：
基

準
集

団
と

の
⽐

較
か

ら
期

待
さ

れ
る

該
当

者
数

よ
り

も
、

実
際

に
観

察
さ

れ
た

該
当

者
数

が
○

○
％

多
い

／
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８
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ー
プ

ン
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ー
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秩 ⽗

男
性

（
40

-7
4歳
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⼆
次
医
療
圏
別
リス
ク因

⼦
・⽣
活
習
慣
の
特
徴
把
握
（
続
き
） 6

⾃
県

全
体
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⽐
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ー
プ
ンデ
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定
健
診
）
を
⽤
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⼆
次
医
療
圏
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⼦
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習
慣
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特
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把
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（
続
き
） 7

＜
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⽟
県

＞
令

和
２

年
度

 特
定

健
康

診
査

標
準

化
該

当
⽐

（
対

全
国

）
−

10
0

標
準

化
該

当
⽐

（
対

都
道

府
県

）
−
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0

男
性

⼥
性

男
性

⼥
性

No
.⼆

次
医

療
圏

40
-7

4歳
40

-6
4歳

65
-7

4歳
40

-7
4歳

40
-6

4歳
65

-7
4歳
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-7
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-6
4歳
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-7

4歳
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-7
4歳
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4歳
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-7
4歳
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0
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0.
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0.
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0.

0
11

01
5.

0
5.

2
3.

7
6.

5
6.

5
6.

6
2.

7
2.

4
4.

7
2.

1
0.
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.7
9.

2
5.
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-2

.7
-3

.3
1.

0
-1

0.
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8
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6
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.1
2.
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7
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0.

7
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3
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1
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3
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0.
3

-1
.9
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.0
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.3
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.0
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0.

8
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4.

4
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1
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3
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.9
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.7
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7
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6
2.

4
3.

3
7.

0
8.

0
5.

2
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.2
1.

3
-6

.7
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7
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9
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-1

.3
-5

.7
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6
3.

4
-3

.2
11
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-1

.5
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0
-9

.5
9.

7
15

.6
-2

.5
-3

.2
-1

.6
-8

.7
5.

8
9.

9
-3

.1

【
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】

第
８

回
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Bオ
ー

プ
ン

デ
ー

タ
よ

り
作

成

全
体

南
部

南
⻄

部
東

部
さ

い
た

ま
県

央
川

越
⽐

企
⻄

部
利

根
北

部
秩

⽗

図
の

元
と

な
っ

て
い

る
数

値
表

ND
Bオ
ー
プ
ンデ
ー
タ（

特
定
健
診
）
を
⽤
い
た

⼆
次
医
療
圏
別
リス
ク因

⼦
・⽣
活
習
慣
の
特
徴
把
握
（
続
き
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図
の

元
と

な
っ

て
い

る
数

値
表

（
続

き
）

該
当
者
割
合
も
重
要
！


標

準
化

該
当

⽐
は

地
域

の
特

徴
。


標

準
化

該
当

⽐
が

良
く

て
も

、
該

当
割

合
（

絶
対

量
）

が
多

い
も

の
は

重
要

。

＜
埼

⽟
県

＞
令

和
２

年
度

 特
定

健
康

診
査

該
当

者
割

合
（

年
齢

調
整

な
し

）
男

性
⼥

性
No

.⼆
次

医
療

圏
40

-7
4歳

40
-6

4歳
65

-7
4歳

40
-7

4歳
40

-6
4歳

65
-7

4歳

.
37

.8
%

39
.3

%
32

.1
%

22
.7

%
22

.6
%

23
.2

%
注
意
事
項

11
01

39
.2

%
40

.3
%

33
.7

%
23

.2
%

22
.7

%
24

.5
%

11
02

37
.2

%
38

.4
%

32
.0

%
21

.8
%

21
.3

%
23

.4
%

11
03

39
.8

%
41

.4
%

33
.8

%
24

.6
%

24
.3

%
25

.1
%

11
04

37
.1

%
38

.0
%

32
.5

%
20

.3
%

20
.1

%
21

.3
%

11
05

37
.4

%
39

.3
%

31
.0

%
23

.5
%

23
.3

%
23

.8
%

11
06

37
.2

%
38

.9
%

31
.3

%
23

.1
%

23
.2

%
22

.7
%

11
07

37
.0

%
38

.9
%

30
.4

%
21

.7
%

22
.1

%
20

.7
%

11
08

38
.4

%
40

.1
%

33
.2

%
24

.4
%

24
.4

%
24

.3
%

11
09

36
.9

%
38

.7
%

30
.4

%
23

.1
%

23
.4

%
22

.4
%

11
10

36
.1

%
38

.5
%

29
.4

%
24

.2
%

24
.9

%
22

.4
%

ND
Bオ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

は
集

計
結

果
が

10
⼈

未
満

の
階

級
は

⾮
表

⽰
と

な
っ

て
い

る
た

め
統

計
モ

デ
ル

で
値

を
補

完
し

て
計

算
し

て
い

ま
す

が
、

特
に

⼈
数

が
少

な
い

⼆
次

医
療

圏
や

該
当

者
割

合
が

少
な

い
項

⽬
で

は
、

実
際

の
値

と
ず

れ
る

可
能

性
が

あ
り

ま
す

。
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⻄
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④④
地地

域域
・・
職職

域域
連連

携携
とと
IICC
TT
活活

用用
((まま

とと
めめ
))

0
   

©
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su
si

ta

研
究
分
担
者

 浜
松
医
科
⼤
学

   
渡
井

 い
ず
み

令
和

5年
度

 厚
⽣
労
働
科
学
研
究

 地
域
・
職
域
連
携
推
進
研
究
班
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

  2
02

3.
08

.2
2

地
域

・
職

域
連
携
を
推
進
す
る
組
織
体
制

1
  ©

 T
su

sit
a

令
和

5年
度

 厚
⽣
労
働
科
学
研
究

 地
域
・
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
「
地
域
・
職
域
連
携
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
⽰
さ
れ
て
い
る
国
・
都
道
府
県
・

市
町
村
の
関
係
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・
職
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連
携
を
推
進
す
る
組
織

体
制
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
 静
岡
県
に
お
け
る
地
域
・
職
域
連
携
体
制

県
・
協
議
会
の
役
割

各
保
健
所
に
お
け
る

⼆
次
医
療
圏
域
協
議
会

地
域

・
職

域
連

携
を
推
進
す
る
組
織
体
制


静
岡
県
に
お
け
る
地
域
・
職
域
連
携
体
制

•
既
存
の
「
健
康
増
進
計
画
推
進
協
議
会
」
の
補
⾜
と
し
て
、
「
特
定
健
診
・
特
定
保
健
指
導
協
議
会
」
を

⽴
ち
上
げ
、
保
険
者
等
の
職
域
関
係
者
を
交
え
て
健
診
デ
ー
タ
の
統
合
と
活
⽤
⽅
法
に
つ
い
て
協
議
を
始

め
た

•
そ
の
協
議
内
容
は
「
健
康
増
進
計
画
推
進
協
議
会
」
に
お
い
て
「
働
く
世
代
を
含
め
た
」
健
康
づ
く
り

政
策
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る

•
⼆
次
医
療
圏
域
に
お
け
る
既
存
の
「
⽣
活
習
慣
病
連
絡
会
」
を
「
⼆
次
医
療
圏
域
地
域
・
職
域
連
携
協

議
会
」
と
兼
ね
、
職
域

(商
⼯
会
議
所
や
地
域
産
業
保
健
セ
ン
タ
ー
等

)も
メ
ン
バ
ー
に
加
え
、
働
く
世
代

を
含
め
て
、
地
域
に
お
け
る
シ
ー
ム
レ
ス
な
健
康
課
題
の
抽
出
と
対
策
を
審
議
す
る
場
と
し
て
い
る
。
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
地
域
・
職
域
連
携
協
議
会
を
新
た
に
⽴
ち
上
げ
た
の
で
は
な
く
、
既
存
の
組
織
の
役
割
を
拡
⼤
す
る
こ
と
で
対
応


「
地
域
・
職
域
連
携
事
業
」
と
し
て
新
た
な
事
業
を
創
出
す
る
の
で
は
な
く
、
県
や
⼆
次
医
療
圏
域
の
健
康
課
題
の

抽
出
や
保
健
計
画
策
定
時
に
、
働
く
世
代
の
デ
ー
タ
を
含
め
、
職
域
関
係
者
を
交
え
て
検
討
す
る
よ
う
に
変
化
し
た


市
町
村
レ
ベ
ル
の
「
⽣
活
習
慣
病
連
絡
会
」
に
も
そ
の
視
点
を
推
奨
し
て
い
る

   
   

 地
域
・
職
域
連
携
と
IC
T活

用
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
 浜
松
市
に
お
け
る
地
域
・
職
域
連
携
に
相
当
す
る
組
織
体
制


 官
⺠
連
携
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
「
浜
松
ウ
ェ
ル
ネ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

•
「
浜
松
市
ウ
ェ
ル
ネ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の

中
に
、
地
域
・
職
域
連
携
事
業
を
包
含

•
当
初
は
、
保
健
所
の
健
康
増
進
課
に
「
ウ
ェ

ル
ネ
ス
推
進
」
担
当
者
が
置
か
れ
た
が
、

20
23
年
よ
り
独
⽴
し
た
「
ウ
ェ
ル
ネ
ス
推
進

本
部
」
を
設
置

•
⾏
政
、
企
業
、
⼤
学
、
医
療
機
関
等
の
連
携

に
よ
り
「
健
幸
都
市
は
ま
ま
つ
」
の
実
装
に

向
け
た
情
報
共
有
や
協
議
が
さ
れ
て
い
る

地
域

・
職

域
連

携
を
推
進
す
る
組
織
体
制


 浜
松
市
に
お
け
る
地
域
・
職
域
連
携
体
制

•
政
令
指
定
都
市
が
「
市
政
の
理
念
」
に
基
づ
き
構
築
し
た
組
織
体
制

•
そ
の
中
に
「
地
域
・
職
域
連
携
」
事
業
の
理
念
や
企
画
も
埋
め
込
ん
で
い
る
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
ヘ
ル
ス
ケ
ア
事
業
な
ど
健
康
意
識
の
⾼
い
企
業
か
ら
「
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
登
録
」
を
促
す
、
あ
る
い
は
商
⼯
会
議
所
や
協

会
け
ん
ぽ
と
協
働
し
て
定
期
的
に
「
健
康
経
営
セ
ミ
ナ
ー
」
を
開
催
し
て
、
⾏
政
と
企
業
と
の
連
携
推
進
や
健
康
保
健
事

業
の
企
画
・
実
施
を
推
進
し
て
い
る


ウ
ェ
ル
ネ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
関
係
の
薄
い
中
⼩
企
業
に
対
し
て
は
、
保
健
所
の
健
康
増
進
課
を
事
務
局
、
出
張
訪
問
を

各
区
保
健
セ
ン
タ
ー
の
担
当
保
健
専
⾨
職
と
し
た
「
健
康
出
前
講
座
」
を
企
画
・
実
施


健
康
増
進
課
の
事
業
担
当
者
と
、
ウ
ェ
ル
ネ
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
担
当
者
同
⼠
で
情
報
共
有
と
協
働

地
域
・
職
域

連
携
に
お
け
る
IC
T
活
用
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
 ⾃
治
体
の
健
康
増
進
活
動
に

IC
T活

⽤
「
あ
り
」
と
回
答
し
た
⾃
治
体

(9
2.

0%
)

n=
25
3

ｎｎ
％％

オ
ン

ラ
イ
ン
会
議

20
2

79
.8

ビ
デ

オ
通
話
に
よ
る
健

康
相
談
・
保
健
指

導
17

6.
7

ビ
デ

オ
通
話
に
よ
る

2以
外
の
相
談

35
13

.8

メ
ル

マ
ガ

70
27

.7

教
材

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

掲
載

97
38

.3

健
康

関
連
ア
プ
リ
の
開

発
(オ

リ
ジ
ナ
ル

)
36

14
.2

健
康

関
連
ア
プ
リ
の
活

用
(既

存
の
ア
プ
リ

)
60

23
.7

オ
ン

ラ
イ
ン
健
康
講
座

(ラ
イ
ブ
配
信

)
54

21
.3

オ
ン

ラ
イ
ン
健
康
講
座

(オ
ン
デ
マ
ン
ド

)
65

25
.7

そ
の

他
22

8.
7

「
令
和

4年
度

 研
究
班
に
よ
る
各
⾃
治
体
向
け
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
よ
り
」

地
域

・
職

域
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携
に
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け
る
IC
T
活
用
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 地
域
・
職
域
連
携
推
進
事
業
に

IC
T活

⽤
「
あ
り
」
と
回
答
し
た
⾃
治
体

(2
2.

9%
)

•
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議

•
メ
ル
マ
ガ
発
信

•
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
健
康
情
報
提
供

•
オ
ン
ラ
イ
ン
健
康
講
座

(ラ
イ
ブ
配
信
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
講
座

)
•
既
存
の
健
康
関
連
ア
プ
リ
の
活
⽤

•
健
康
関
連
ア
プ
リ
の
開
発

「
令
和

4年
度

 研
究
班
に
よ
る

 IC
T活

⽤
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
よ
り
」

活 ⽤ 難 易 度
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
 浜
松
市
の
取
組
み

地
域
・
職
域
連
携
の
た
め
の
健
診
デ
ー
タ
統
合
と
分
析
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
 静
岡
県

(本
庁
で
市
町
村
別
に
視
覚
化
、
市
町
村
へ
の
分
析
技
術
⽀
援

)

地
域
・
職
域
連
携
の
た
め
の
健
診
デ
ー
タ
統
合
と
分
析
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
 浜
松
市

(⼤
⼿
労
働
衛
⽣
機
関
、
⼤
学
、
⾏
政
と
の
連
携

)に
よ
る
分
析
と
視
覚
化

)

	 	 54	 	



担当：ファシリテーター：都筑千景先生（大阪公立大学）
参加者：所属 県担当者

県担当者
県担当者
県担当者

テーマ1

テーマ2

テーマ3

テーマ4

テーマ5

その他

【地域・職域連携】ワークショップ　グループワーク作業シートの例

二次医療圏ごとの地域・職域連携事業の推進に向けて、どのように連携・協働、バックアップしているか

グループ名：Aグループ

現在、地域職域連携を計画等にどのように位置づけているか。総合計画や健康増進計画（健康日本21）、その他の計画や指針に地域・職域連携をどう位置づけているか。
今後健康日本21（第3次）に向けて、どのように位置づけるか検討していることがあるか。

○職域の計画への位置づけ
・健康増進計画の検討会議で地域・職域連携の会議を位置づけている。保健所で二次医療圏会議を実施。
・健康増進計画や医療計画で推進すること、地域・職域連携協議会と連携すると位置づけている。
・健康日本21（第3次）の計画でも位置づけていきたい。
・協議会設置できていないが、次期計画には位置づけたい。位置づけは地域の環境づくりのところに協会けんぽとの連携を、まだまだ進んでないが進めて行きたい。
・健康増進計画で具体的な推進方策を地域の実情に合わせた形で定めて取り組んでいる。
○計画のターゲットは？
・県健康増進計画のターゲットは、こどもと働き盛り世代を考えている。
・２０代～早期からの生活習慣を身につける取り組みを考えたい。
・学校保健課など学校関係との庁内連携が難しい。
・特定保健指導実施率の向上も課題。
・次世代の健康づくりも重要、健康教育など、市町の母子保健と連携する。

働き盛り世代における健康課題の把握をどのように行っているか（使用データ、集計・分析方法を含む）、把握した健康課題を二次医療圏にどのように提供・共有してい
るか（提示方法、共有の場・会議体を含む）、工夫、課題について

・協会けんぽと覚え書きをかわし、協会けんぽと国保健診データの統合。衛生研究所に分析を依頼している。結果は市町村ごとにまとめてデータ提供している。
・圏域ごとの課題を評価し、県で吸い上げるなどはできていない。共有する場がなく横展開できていない。
・保健所が統合され、二次医療圏ごとに保健所がない。3つくらいの医療圏でのデータ分析となるとどういう分析をするのがいいか悩む。
・県民健康意識調査の結果を業者委託し、圏域ごとに分析し還元。
・県民への無作為アンケート調査を行っているが、人口が少ないところでは回答が少なく市町村の課題と言い難いところがある。KDBデータで把握している。
・県民調査結果は大学に委託している。市町村ごとのデータは出せないので、圏域ごとに出している。年代別のデータなども出したいと思っている。
・NBDデータも活用し、保健所の担当者がデータ分析をし、年に1回健康づくり担当者会議にて共有している。
・保健所ごとの取り組みを１回/年、会議で共有。
・健康経営認定を受けた企業を訪問し、全数把握はできないが、聞き取りしていく中で質的な情報収集を集めている。
・健康づくりの予算が削減され、新しいことやうまく見せて行かないと予算が継続しないので苦労している。
・県民アンケートで国民生活基礎調査と同じ設問で健康寿命（日常生活に支障があるか）について分析し、働き盛りの生活習慣改善に係る実証実験を行っている。

○現行計画の評価と策定状況
・現行計画の評価を後回しにして計画を作成している状況
・健康寿命と関連の指標についての相関など、分析や説明について検討中。
〇二次医療圏と保健所が一致していない状況でのとりくみについて
・保健所が統合され、二次医療圏ごとに保健所がない。3つくらいの医療圏でのデータ分析となるとどういう分析をするのがいいか悩む。
・圏域での課題を把握してきちんと評価することはできていない。共有する場がなくて、横展開ができていない。
○女性の健康支援について
・県民調査でメンタルの不調（若い女性）が日常生活に支障を来していることが判明。なぜか分析する必要がある。
・健康寿命で女性の不健康期間が長く、要因が何か検討している。働く世代の運動習慣が悪く、20代のメンタルの不調など、どう職域と連携していくかが課題。
・骨粗鬆症検診受診率は全国でもばらつきある。指標に入れるか検討中。
・骨粗鬆症検診は実施市町村数が県内で半分以下。まずは実施市町村数の増加を目指す。がん検診のように精度管理について県に求められるが、まだ検討できていない。
〇メンタルヘルスの課題について
・労働局とメンタル対策を考えている。労働の計画（労働安全衛生）と指標を合わせる。メンタル対策をする事業場、健康課題を明確にし対策する事業場を増加させる。
・メンタルヘルスについては指標がなく客観的把握ができない。自殺計画が主になると思うが、ライフイベント時の健康意識に合わせてアプローチするのも良いと考えている。

・コロナ前は、厚労省の研究事業に参加し、部会や本会議を行いながら、課題の共有やチラシ作成など行った。その後コロナ拡大し、事業自体できなくなり、また一から関係づくりをしないといけない状況。
・健康づくりを業務として捉えてくれる事業所は、ある程度の人数がいないと進めることが難しい。

都道府県内で地域特性に応じた事業展開を進めるうえでの関係機関（協会けんぽ含む）との連携・協働、ネットワーク、体制づくりについて

・すべての事業所の全数把握は難しい。小規模の事業所へのアプローチ方法が難しい。
・職域側と健康課題が異なる（事業所は労災・長時間勤務など）、地域が考える課題と合わないので実行に結びつかない、地域・職域連携の会議が深まらない。
・コロナもあり、お互い担当者も異なり、何から進めるのか。
・県・保健所の地域・職域や特定健診担当が栄養士であり、保健師が担当していないのも大きい。
・引継ぎがうまくいかないのか、この会議なんですか、みたいなところからのスタートになる。

地域・職域連携事業に関するICT活用について

・健康アプリは取り入れていないが、アプリが健康指標（肥満や運動習慣など）の改善につながるのかがわからない。今後の計画にどのようにICTを盛り込めばよいか悩む。
・保険者努力支援制度で予算確保し、アプリを実施したが、ダウンロード数が増加せず、事業中止した。
・アプリの効果検証したところ、医療費の抑制効果、BMIや中性脂肪、コレステロール、血圧に改善傾向が認められた。今後、アプリは市町村に移譲していく方向。
・運動不足解消のため件で動画を作成し配信している。
・アプリはフィードバックや応援があると定着しやすい。ユーザーに保健指導のような双方向の活用があれば新たな展開もできるかもと思う。
・広報ツールとしてLINE,インスタ、tiktok、なども公式がある。子育て世代向けの対象に応じた情報発信ができるメルマガのようなものがある。
・アプリを使用することは、健康づくりの気運向上に役立つツールになる。アプリを活用したいイベント、ポイントなど楽しみながら気持ちお得感を持ってもらうなど。
・コロナでICT活用は広まった。企業の紹介での動画配信（３分くらい）など。配信されると企業側の宣伝にもなる。
・ICTはあまり活用できていない、新聞の折り込みチラシを利用。

自由討論内容

資料4-⑤
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本研究は令和 年度厚労科研「地域・職域連携推進ガイドラインを活用した保健事業の展開に関する評価及び連携強化のための研究」 代表者 津下、
の助成により実施した。また、発表内容に関連し、開示すべき 関係にある企業等はない。

地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第一報）地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第一報）
～自治体における協議会活用の実態～

藤本優子１ 都筑千景２ 薮本初音２ 渡井いずみ３ 尾崎伊都子４ 髙部さやか 津下一代
１ 大分県立看護科学大学、２ 大阪公立大学、 浜松医科大学、

名古屋市立大学、 女子栄養大学

目的
全国の自治体における地域・連携推進協議会 以下、協議会 の活用状況と工夫、連携推進事業の実施における課題について把握し、
地域・職域連携の推進における協議会の活用について検討すること

方法

結果

考察

未記入

よくわからない

効果的に活用できていない

効果的に活用できている

都道府県 二次医療圏 保健所設置市

※斜字はｎを示す図 協議会の活用状況

％

◼ 協議会を効果的に活用できていると回答した自治体は、都道府県 ％、
二次医療圏 ％、保健所設置市 ％であった。

◼ 効果的に活用できていないと回答した自治体は、都道府県 ％、二次
医療圏 ％、保健所設置市 ％であった。

協議会の活用状況 図

自治体より回答を得た（回収率 ％）。
内訳…都道府県 ％ 、二次医療圏 ％ 、

保健所設置市 ％

回収状況：

図 協議会の開催状況－都道府県－ 図 連携推進事業の開催状況－都道府県－

％ ％

％ ％

効果的に活用できていない

効果的に活用できている

開催せず 書面開催 オンライン開催 通常開催

％

効果的に活用できていない

効果的に活用できている

計画していない 中止 計画を変更して実施 計画どおり実施 記入なし

【都道府県】活用できている都道府県のうち、通常開催もしくはオンライン開催できたのは ％、活用できていない都道府県は
％であり、連携推進事業を計画どおりもしくは計画を変更して実施できたのは ％、 ％であった。

効果的に活用できていない

効果的に活用できている

開催せず 書面開催 オンライン開催 通常開催

図 協議会の開催状況－二次医療圏－

効果的に活用できていない

効果的に活用できている

計画していない 中止 計画を変更して実施 計画どおり実施 記入なし

図 連携推進事業の開催状況－二次医療圏－

【二次医療圏】活用できている二次医療圏のうち、通常開催もしくはオンライン開催できたのは ％、活用できていない二次医
療圏は ％であり、連携推進事業を計画どおりもしくは計画を変更して実施できたのは ％、 ％であった。

図 協議会の開催状況－保健所設置市－

効果的に活用できていない

効果的に活用できている

開催せず 書面開催 オンライン開催 通常開催

効果的に活用できていない

効果的に活用できている

計画していない 中止 計画を変更して実施 計画どおり実施 記入なし

図 連携推進事業の開催状況－保健所設置市－

【保健所設置市】活用できている保健所設置市のうち、通常開催もしくはオンライン開催できたのは ％、活用できていない保健
所設置市は ％であり、連携推進事業を計画どおりもしくは計画を変更して実施できたのは ％、 ％で
あった。

％ ％

協議会の活用状況における協議会の開催状況及び連携推進事業の実施状況 図 ～図

◼ 協議会を効果的に活用できている自治体は、健康危機管理発生時においても を活用して協議会を開催し、連携推進事業も中止する
ことなく継続して実施していた。

◼ 地域・職域連携推進をより促進するために、効果的な協議会のモデルを検討することが必要である。

調査対象および方法： 年 月に、全国の都道府県、二次医療圏、保健所設置市を対象として アンケートを実施
調査項目：協議会の活用状況、前年度の協議会開催状況と連携推進事業の実施状況、協議会活用の工夫と課題、 の活用状況

（ の活用状況については、第二報で報告）

倫理的配慮：研究参加の自由意思、匿名性の確保等を保証。研究代表者等の所属大学による倫理審査委員会の承認を受け実施した。

分析：協議会の活用状況、前年度の協議会開催状況と連携推進事業の実施状況について記述統計を実施し、自治体種別ごとに、活用でき
ている いないと思う自治体に分け、協議会の開催状況と連携推進事業の実施状況を算出した。協議会活用の工夫と連携推進事業
における課題は、自由記述の内容をまとめた。

・作業部会での協議や事前の意見収集による入念な事前準備
・所属長を集めた会議の開催
・会議に専門家を招き意見聴取
・地域の健康課題の共有
・年度末に次年度の計画を共有
・ の関係となるしかけづくり

協議会を活用するために行っている工夫
・協議会の内容や他会議とのすみ分け
・他の事業との兼務による負担
・自治体担当者の人材育成
・予算配分
・県と二次医療圏、市町村等との連携
・データ分析が難しい、不十分
・コロナ禍による事業の中断
・事業所担当者の認識不足
・事業所との連携

連携推進事業の実施における課題

◼ 各自治体は、協議会を活用するために、事前準備の段階から協議会の実施にわたるまでさまざまな工夫を行っていた。
◼ 連携推進事業の実施においては、協議会運営、マンパワー、予算、庁外他部署との連携等、多岐にわたる課題を感じていた。

資料 5-① 
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表1. ICT活用「あり」と回答した自治体における活用項目

P-1601-2

本研究は令和4年度厚労科研「地域・職域連携推進ガイドラインを活用した保健事業の展開に評価及び連携強化のための研究」(代表者 津下、
22FA1013)の助成により実施した。また、発表内容に関して開示すべきCOI関係企業等はない。

地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第二二二報）地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第
～

地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第
～自治体における

地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第
自治体における自治体におけるICT

地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第
ICTICT活用状況

地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第地域・職域連携推進に向けた方策の検討（第
活用状況活用状況～

渡井いずみ１尾崎伊都子２髙部さやか1 都筑千景３藤本優子４薮本初音3  津下一代5

１)浜松医科大学、２)名古屋市立大学、3)大阪公立大学
4)大分県立看護科学大学、5)女子栄養大学

目的
全国の自治体の健康増進活動におけるICT活用率および地域・職域連携推進事業への活用率を明らかにするとともに、ICT活用率の高いモ
デル自治体の取組みから具体的な活用方法や推進力となる要素、課題への示唆を得る。

方法

結果

考察
 自治体の健康増進活動におけるICT活用率は92%であった。オンライン会議の実施率が最も高く、次に健康情報のホームページ掲載、それ以外の項目
実施率は30%未満であった。

 モデル自治体の取組み事例から、ICT活用の具体的な内容や方法および工夫が明らかになったとともに、課題もあげられた。
 健康増進活動における ICT推進には、自治体全体のICT推進と技術的な支援部署の存在が必要と考えられた。
 今後の課題として ICT活用の難しい事業所や労働者にも配慮した事業計画、計画的な予算確保、評価指標の開発等の必要性が示唆された。

【調査項目】
第一報と同じwebアンケートより、自治体におけるICT活用率と地域・職域連携事業での調査項目の実施の有無、活用率を算出

調査１:全国のICT活用率調査

①オンライン会議、②ビデオ通話での健康相談・保健指導、③ビデオ通話での②以外の相談、④メルマガの発信、⑤教材のホームページ掲載
⑥オリジナルの健康関連アプリ開発、⑦既存の健康関連アプリの活用、⑧オンライン健康講座（ライブ）、⑨オンライン健康講座（オンデマンド）、⑩その他

• 録音データから逐語録を作成
• 各自治体の逐語録から①～⑩事業ごとに語りを要約し、「活用方法」「役割分担」「工夫」「課題」
別にコード化

• すべての自治体のデータをコード別に整理・再統合して事業項目毎に要約

【解析】

・実施形態 ・実施方法 ・担当者
・ニーズ把握 ・モニタリング方法
・実施する上での工夫
・困難点とその対処方法 ・評価方法と指標

【調査項目】
• 対象者：予備調査の結果、地域・職域連携推進におけるICT活用率や実施項目の多い保健所（二次医療
圏）、政令指定都市、中核市、特別区の9自治体の地域・職域連携推進担当者

• 調査方法：Zoomを用いた個別のインタビュー調査

【調査対象および方法】

匿名性の確保、倫理審査委員会の承認
【倫理的配慮】

調査２: ICT活用のモデル自治体に対するインタビュー調査

回答自治体275自治体のうち，
健康増進活動におけるICT活用「あり」は 253自治体(92.0% )

調査１

調査2

n=253

市独自のアプリ開発 既存アプリ活用

方法

• プロポーザル方式により業者選定、パッケージ商品に市が
希望する機能を追加して開発

• プロポーザル方式で業者を選定、アプリ開発を委託

• 県が開発したアプリを活用

• 民間業者が開発したアプリから競争入札で選定（単年度契約）

アプリの機
能

• ウォーキング、健康状態の記録

• ミッション、イベント、グループ参加によるランキング

• ポイント付与（歩数、健康状態の記録、健康講座への参等
による）

• 抽選参加

• GPS機能によるスタンプラリー

• 生活習慣（食事バランス、体重）の入力

• 健康マイレージ、ポイント付与（歩数入力、健康イベント参
加）

• 仮想ウォーキングラリー、歩数ランキング、グループ参加によ
るランキング、企業チャレンジ

• ウェアラブル機器、スマホとの連動可能

• 健康セミナーの視聴

管理

モニタリング

方法

アプリの管理、利用状況などのモニタリングは担当部署が実
施、統

計データなどのまとめは業者が作成

• 市も管理画面からモニタリングできるが、その他のデータを知
りたい

場合には県に問い合わせる

• 健康づくり担当者が管理画面でモニタリング、各種統計作成

評価方法

• 民間企業および大学と協力して、年間新規登録者数の達成
状況、参加者の平均歩数を評価

• 市の担当課がモニタリングを行うが、まとめは業者に依頼

• 参加者に使用前、使用後、達成度アンケートを配信（回答する
とポイント付与）

評価指標 ダウンロード数、アクティブユーザー数、健康づくりの自己目標達成度（アンケート）

セキュリティ

対策
• 業者選定の際に市のセキュリティ基準を満たしていること
を条件としている

• 参加者情報はIDとニックネームで管理し、個人情報

普及方法

• 事業所向けチラシやメルマガ、ホームページ、広報誌で周知している

• 健康経営支援プログラム参加事業所や職場応援事業のモデル事業所で活用

• 健康経営認証制度の認証の条件や応援事業のひとつとしてアプリ利用を組み込む

• アプリで企業対抗のイベントを実施したりダウンロードや参加でポイントを付けるなどする

メリット
• 市の事業に合わせてオリジナルの機能が入れられる

• 既存アプリを利用することで費用を抑えられる

• アプリの不具合や住民からの問い合わせはコールセンターにま
わすことができるため負担が少ない

デメリット • 開発および維持のための費用が高い

• 事業の中で必要なことを機能として盛り込めない

• 詳しい評価のためには県に問い合わせる必要があるため手間が
かかる

• 中小零細企業の労働者は高齢者が多いため、アプリを活用した
手法は馴染みにくい

n %

オンライン会議 202 79.8

ビデオ通話による健康相談・保健指導 17 6.7

ビデオ通話による上記以外の相談 35 13.8

メルマガの発信 70 27.7

健康情報のホームページ掲載 97 38.3

健康関連アプリの開発 36 14.2

既存健康関連アプリの活用 60 23.7

オンライン健康講座(ライブ) 54 21.3

オンライン健康講座(オンデマンド) 65 25.7

【頻度・内容】

［地域職域連携推進会議に関する情報］地域・職域連携推進会議の開催報告等の情報更新、地域職域連絡会の構成団体の連絡先の更新（不定期）

［健康経営に関する情報］健康経営に関する事業やイベント等の情報を更新（認定企業数や認定企業の紹介、応援事業のメニュー等）（月1回）

［健康講座に関する情報］市民全体の健康づくり事業紹介の中に「働く世代向け事業」として内容や参加申し込み先を掲載。

「職場で健康講座」の案内と申し込み用紙を掲載、健康教育を行うときに活用できる教材を掲載

［健康行動に関する情報］「職場や家庭で実践できる健康一口メモ」として、健康チラシを掲載（定期的）

年度の重点課題（テーマ）に関する健康情報を掲載（不定期）

管轄市町村内のがん検診の内容や連絡先を掲載

【困難】

• 閲覧数が伸びない

【評価方法】

• 閲覧数のカウント

【担当者・作成方法】

担当者：事業担当職員（保健師、管理栄養士等）、本庁の職員、業者委託

作成方法：各課の担当者がホームページ作成・更新システムから更新

委託業者にホームページの記事の作成・更新

地域連携連絡会の作業部会や検討部会が内容を協議

【工夫】

［内容の充実のための工夫］

• 健康経営の応援事業の具体例を入れてイメージしやすくしている

• 市民からのコメントを参考にホームページを修正する

• 担当者間で意見交換して内容の見直しを随時行っている

［閲覧数を増やすための工夫］

• 更新をかけたらトップページのお知らせに挙げる

• メールやチラシにホームページのリンクをつけておき閲覧者を増やすようにする

• 閲覧数が増える時期（健康だより配布時、労働安全週間）を捉えて、「連携だより」を発信してホームページをアピールする

［見やすさ・活用しやすさへの配慮］

• 高齢者が見やすい色使いや、音声で起こした時に聞きやすい文章など、市としての配慮をしている

• 健康づくりの教材がダウンロードしやすいようにする

図3 ホームページ

図4 アプリ

【対象企業】

オンライン健康講座の見逃し配信としてオンデマンド配信を希望する企業

在宅ワークやシフト勤務などの社員が多くオンデマンド型健康講座を希望する企業（限定公開）

不特定多数の企業（管内の事業所に広く周知）

【実施方法】

ライブによるオンライン健康講座を実施した企業のうちオンデマンド配信を希望する場合に提供する（限定公開）

→市の公式YouTubeにアップし希望している企業に視聴用URLを送って閲覧してもらう

案内チラシを見て受講登録した労働者個人に視聴できるサイト情報を通知（限定公開）

働く世代を対象に健康増進分野に特化したホームページでYouTubeリンクを貼り動画配信する（常時公開）

【テーマの選定方法】

国の動向を考慮しつつ地域・職域推進事業の連携機関と一緒に企画を考えている

作業部会にて地区健康データ分析を行い、議論して重点課題を決定しそのテーマで健康講座を企画する

【困難】複雑な動画の編集は難しい

【評価方法】動画の視聴数

【対象企業の確保方法】

• 協定を結んでいる民間事業所に協力してもらい周知する

• 商工会議所や協会けんぽ、労働基準協会等を通じて案内チラシ等で周知する

【工夫】

• ライブ配信の健康講座から動画を作成する場合には当日の流れに配慮して実施する

• 視聴を登録制とすることでセキュリティを確保する

【技術の習得方法】

• 公開情報サイトへの動画のアップ等、技術的に不明な
点は、その課の担当者に聞きながら行う。

• 研修を受ける（動画作成）

【作成方法】

［市職員が作成〕

• 担当課（他の関係部署）の職員が動画の作成、公式YouTubeへのアップを行う（動画作成、アップはそれぞれ異なる課である場合もある）

• 協定を結んでいる事業所の人材や市内のクリニック医師などに講師になってもらい、ライブ配信の録画の許可を得て動画を作成する

［委託して作成］

• 委託業者に依頼しオンライン健康講座の実施、オンデマンド動画を作成してもらう

• ケーブルテレビが放送用に収録・編集した動画をもらい、委託業者に引き継いでYouTubeにアップしてもらう

• テーマに合わせて依頼した講師（産業医等）にスライド、動画を作成してもらう

図５ オンライン健康講座（オンデマンド）
【対象企業】

健康経営認証制度に認証された事業所、メルマガ発信対象事業所、オンライン研修会に参加したことのある事業所

希望した事業所 ＊従業員300人以下条件付きの場合あり

【実施方法】

事業所が対面、オンライン、オンデマンド等の形態を選べるようにしている

いくつかのメニューの中から選んで健康講座を受けられるようにしている

教材（パワーポイント等）はプールしておき、担当者が企業のニーズに沿って詳細をアレンジする

【テーマの選定方法】

「からだ」「たばこ」「こころ」「運動」「食生活」「歯の健康」など大枠のテーマは指定、企業の要望を聞いて内容の詳細を決めている。

庁内の各課から実施可能であり働き世代に必要と考えられるテーマを出してもらう

健康経営認証制度を実施しているので健康経営に関するセミナーを実施している

【実施者】

市の各課の専門職（保健師、管理栄養士等）

外部機関（理学療法士、運動療法士等）に依頼

委託事業者（オンラインの場合は機器や通信環境の確保が容易でないため）

大人数のセミナーの場合は協定を締結している企業に案内連絡や当日の受付、ビデオ会議システムのオペレーターなどを担ってもらう

【困難】

• 大人数のオンラインセミナーの場合、ビデオ通話システム等を使いこなすスキ
ルがない

• 企業の希望日に機器やスタッフを準備できない場合がある

• 対面に比べて相手の表情を感じ取れなかったり、画面に複数の人が映っていた
りすることで表情をよい取りづらく理解や関心の程度がわかりにくい

• オンラインに慣れていない事業所もあるためオンラインで実施したことで来場
者が減った

• 事業所における資料印刷の負担、事前郵送の場合は自治体の予算が必要となる

【評価方法】

• 実施回数

• 参加者への事後アンケート（紙またはWEB）

【対象企業の確保方法】

• 市が主催する健康経営認定制度のセミナーを開く時に案内する

• メルマガでオンライン健康講座の案内を送る

• 区役所の他部署で企業と関わる場があれば紹介をしてもらう

• 外部機関（商工会議所、協会けんぽ等）を通じて周知してもらう

• 過去に健康講座を実施した企業を中心に周知する

• 健康講座を受けてもらうことを健康経営企業認定の条件にする

【メリット】

• 遠方、分散事業所でも参加が可能であるため参加率が高くなる

• 実施担当者の移動時間がなくてすむ

• 事後アンケートをWEBに切り換えたことにより、参加者評価の集計の手間が簡略化された

【工夫】

• ビデオ通話システム上でアンケート機能やグループに分
ける機能を使ってオンラインであっても参加型になるよ
うに配慮

• 質問には講師からメールで回答

• 教材をweb配信とするか、紙面で渡すかは企業のニーズに
より臨機応変に対応 （資料のダウンロード状況の確認）

• 事前に接続リハーサルを実施

【技術の習得方法】

• 庁内で実施可能な職員から実施方法や工夫を伝える

• 担当者同士でノウハウを教え合う

• 研修を受ける

図6 オンライン健康講座（ライブ）

【困難】

［機器・通信環境が十分に整わない］

• オンライン会議に使用できる会議室に限りがあり使えないことがあ

る

• ネットワークにつながった機器の確保が困難なことがある

• ネットワークが不安定で、映像が中断することがある

［会議を効果的に進行しにくい］

• オンラインの場合、タイミングや空気がつかみづらいため活発な議
論になりにくい

• オンラインの場合、参加者の反応を確認できないため司会がやりに
くい

• オンライン参加者の中座が対面より目立つ

［オンライン会議進行のための技術不足］

• ハイブリットの場合のカメラの切り替えや設定が難しい

• 情報関係部局が身近ではないため直接的な支援が得られにくい

【メリット】

• オンライン会議の場合には遠方の参加者も参加可能

（参加率が向上）

• 日程調整がしやすい

【活用の場】

地域職域連絡協議会

健康増進計画検討のための会議

健康経営認定制度に関する評価委員会

意見交換会（市と関係機関）

【工夫】

• 資料は当日配布でなく、事前に共有する

• 参加者に意見を求めるときには声をかけ発言してもらう

• カメラはオンとし、会場と画面上で手を挙げてもらい司会が指名し
たうえで発言してもらう

• 議題によって活発な議論が必要と考える場合には対面の会議とする
が、来られない場合には一部の参加者だけオンラインにする。

• （ハイブリットの場合）オンライン参加者には会場全体が見えるよ
うに、対面参加者にはオンライン参加者が見えるようにカメラを設
定している

• ハウリング予防のため個々にpcとヘッドセットを準備している

【必要な役割とその分担方法】

• 必要な役割：司会、会議設定・事前の連絡、ビデオ通話システムの操作、

• オンライン会議に慣れていない参加者の補助

• 分担方法：事務局（市・保健所等）がすべての役割を担う

役割を分担（司会は会長や部会長、その他を事務局（市・保健所等））

【機器・通信環境整備状況】

• 通信環境：庁舎内のWi-FiまたはLAN、ポータブルWi-Fi、モバイル
データ通信つきタブレット

• 会場：市役所や保健所の会議室 （安定した通信が可能な部屋）

• 機器：機関内で各部署が随時使用できるPCやタブレット整備

県等のPCの貸し出しを行う部署から必要時・必要数を借用

職員個々の席でオンライン会議ができる機器・通信環境整備

【セキュリティ確保の方策】

• 市の情報関係部局が通信に関する契約を行う

• 市全体として決められたルールのもと実施する

・セキュリティソフトの入った機器でオンライン会議を実施

・資料はパスワードをつけて送付

・保健所から外部に接続するオンライン会議は、県本庁のネット

ワークを経由する

【技術の習得方法】

• 自治体内での研修会に参加する

• 経験者からの伝達、書籍やインターネットで自
己学習する

• リハーサルを実施する

【実施方法】

• すべての参加者がオンライン

• ハイブリット（オンラインと対面の併用）

• 会議の目的によってオンラインまたは対面を選
択的に活用

参加者の例）

学識経験者、商工会議所、保険者、協会けんぽ、国保連、地域団
体、保健活動推進員、食生活等改善推進員、地域ボランティア、
経済団体、保険会社など民間事業者、など

図1 オンライン会議

【評価方法】

• 登録人数

• 送付先と送付数

【登録企業とその獲得方法】

［登録企業］

地域職域関係の企業、特定給食施設、登録事業所、管轄圏域の中核市、商工会・商工会議所、教育関係、市の健康経営認定制度参加企業

• 市が主催する健康経営認定制度のセミナーを開く時に案内して登録してもらう

• 他部署が企業と関わる場があれば紹介をしてもらう

• 企業が集まる労働安全衛生大会のときに募集する

• 市の健康経営認定制度の参加企業はすべて対象とする

【メリット】

• 定期的に情報発信ができる

• 健康に関する事業への参加につながることがある

【工夫】

• 閲覧数が増える時期(健康だより配布時、労働安全週間)を捉えて、「連携
だより」を発信してアピールする。

【担当者・頻度・内容・作成方法】

• 事業担当者が健康づくりに関する話題について年間計画を立て、他の関係部署に内容の詳細を決めて書いてもらい配信（月１回）。内容は世界
禁煙デーなどのトピックスや市の事業・イベントの周知としている。社内の従業員にも転送して活用してもらう目的で、運動や食事、熱中症、
血圧等、簡単な健康づくり情報を入れる。

• 市の健康経営認定制度に参加している事業所向けに年4回配信。事業担当者が、庁内の各課に照会をかけて事業所向けの事業の紹介を内容とし
て作成する

• 地域職域連携担当職員が労働安全週間の時期に合わせて配信、時期ことの健康週間にあった内容を企画する

• ホームページへのリンクを貼り、詳細な事業等の情報につながるようにする

図2 メルマガ

【困難】

• オンラインのセミナーになり、メルマガ登録の勧奨がしにく
くなっている。
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